
先島避難住民の受入れに係る
受入れ基本要領（中間整理）の作成について

※１住民避難に係る要領や受入れの要領等を具体化するための前提であり、特定の有事
を想定したものではない。
※２要避難地域(どこの地域の方が避難の必要があるのか)や避難先地域(どこの地域が安

全性が高いのか)、安全な避難経路と手段が確保できているのかなど、政府(事態対策
本部)の避難措置の指示は、その時の情勢や関係諸外国の意図などを勘案して総合的に
判断されるもの。訓練上の想定はあくまで仮定のものであり決定したものではない。
※３本資料は中間取りまとめという位置づけであり来年度も検討を進めていく。
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令和７年度中間取りまとめ
山口県
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１ 避難元地域を沖縄県石垣市の一部、避難先地域を山口県に設定

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下、国民保護法)に基づき対策本部⾧(内閣総理大臣)は沖縄県の

先島諸島を要避難地域、九州・山口各県を避難先地域と設定して避難措置の指示を行う(国民保護法第５２条)

国民保護法第５８条に基づき沖縄県及び山口県は避難住民の受入れについて協議を行い、山口県は避難先地域を決定し、避難先

地域管轄の市町⾧に通知を行う

避難元の石垣市の一部について山口県を避難先に設定

避難住民は福岡空港を経由し山口県への避難を行う

山口県は平時の状態であり、通常どおり社会経済活動が行われている

２ 救援の実施期間と検討対象について（救援の内容は第３項を参照）

救援については「避難当初1カ月」を中心に検討

救援の検討は一部のコミュニティをモデル地区として選定し、受入れ市を設定し検討を行う

救援の検討は選定したモデル地区と受入れ市以外にも活用できる汎用性のあるものとなるように留意する

モデル地区は「白保地区」とし、受入れ市は「山口市」とする

３ 輸送計画及び救援（国民保護法第７５条の第１～４号、第７号）の検討

輸送計画の検討

第１号 収容施設の供与

第２号 食品の給与及び飲料水の供給

第３号 生活必需品の給与及び貸与

第４号 医療の提供及び助産

第７号 電話その他の通信設備の提供



４ 福岡空港から山口県内までの輸送力は山口県にて検討

国民保護法上、原則的には避難先である山口県までの輸送手段の確保は避難元である沖縄県が役割を担うところであるが、

本要領では避難先である山口県にて経由空港到着以後の検討を行うものとし、輸送計画を作成する

武力攻撃予測事態認定前の調整期間を用いて輸送力の確保を行う

5 宿泊施設は「全室空室」が前提条件

武力攻撃予測事態認定に先立ち、避難先地域（九州・山口）には入域自粛要請がかかる

避難先としてはホテル・旅館等の宿泊施設を基本とし、上記要請により宿泊施設は全室が空室となっている前提

宿泊費用やキャンセルのための補填等の費用について要領上は考慮しない前提

資料上の宿泊施設等のキャパシティは事実として存在するある時点の数字であって、なんらかの契約行為が存在するものではない

６ 初期的な計画において、R７年度以降の検討としていた項目について作業部会において検討を開始

要配慮者への対応について

中⾧期の収容施設の検討

児童の就学再開について

就労支援について

７ その他

情勢悪化から武力攻撃事態認定までの調整期間について、本要領上では検討に要する時間は制約要因とならない前提

本要領を作成する上での組織体制・役割分担は、原則、山口県国民保護計画等の既存の計画やマニュアルに準ずるが、大規模な広域

避難という前例のない検討であることから、要領の内容が必ずしも既存の計画やマニュアルに依らない部分も生じうる

国民保護法75条第２項において救援を現金支給をもって行うことができると規定されているが、当該要領上は現金支給による救援

は前提とせず、現物支給によって行うことから検討を行っていく

災害対策本部とは異なり、平時の住民サービスの維持と避難住民の対応の両立を考慮することが前提



・山口県に割り当てとなる避難住民を県下の市町に割り振る（法第５８条に基づく手順確認）
・モデル地区を選定する

・コミュニティを維持した状態での避難を検討の重点項目とする
・石垣市住民を対象に避難先連絡所までの輸送計画を作成する
・石垣市の一部のコミュニティを対象に、救援の要領を検討する



県内受入れ市町の割当て及び計画の作成対象について

２．中間整理
〇 R7年度国と協議の上、宿泊施設のキャパシティをベースに割当の設定を行った（優先：滞在施設の種別）
〇 宿泊施設を基準とする理由は、ある程度設備の保証がされることから、準備段階での即応性が高いため
〇 県内には基礎的資料の調査からも石垣小学校区6,000人を収容可能な宿泊施設のキャパシティを有する自治体は存在しない
〇 そのため、石垣小学校区は分割して受入れを行うことで石垣市と調整
〇 計画の作成モデルとする地区は白保地区であり白保地区を受入れるのは山口市で変更なし

１．初期的な計画
〇 当該要領上の設定において山口県の受入れ住民は石垣市住民の約12,600人。
〇 石垣市約12,600人を山口県内の市町に割当てを行う。（法58条に基づく手順の確認）
〇 コミュニティの維持の観点から、避難元の小学校区を基準に宿泊施設＋公営住宅等で受入れ市の設定（優先：コミュニティ維持）



計

・県内の宿泊施設のキャパシティ状況を表にしたもの（R7.4月県調査）
・当該要領上の受入れ市町を設定する上での数値であり、広域避難の用途での確保が約束されるものではない
・R7.4月時点の数値であり、宿泊施設の開業・閉業・改装等により数値は変動する



〇 山口県に避難を行う石垣市１４地区について1,000人以上の住民数の地区は石垣、宮良、白保の３地区

〇 石垣地区（約6,000人）、宮良地区（約1,750人）、白保地区（約1,573人）

〇 コミュニティの維持に配慮した検討となるよう、山口県内の一つの市町で受入れ可能な規模を選定

〇 以上から、候補は宮良地区もしくは白保地区

〇 避難元の沖縄県、石垣市と協議を行い「白保地区」をモデル地区と決定

〇 受入れ先は県対策本部と検討を進めていくうえでの地理的な条件を考慮して「山口市」と設定

選定地区について

計

771世帯数

1,573世帯人数

救援の検討対象とする地区の選定について
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〇 救援の検討は避難元地域の一部の地区をモデル地区として選定し、検討を行う

〇 モデル地区の検討をもって、他避難元、他避難先においても活用できる横展開可能な汎用性のある要領の作成を目指す

〇 モデル地区に選定する規模は、概ね住民数1,000人以上の地区を基準



県知事本部⾧
対
策
本
部

副知事副本部⾧

総務部⾧、総合企画部⾧、環境生活部⾧、健康福祉部⾧、産業労働部⾧、観光スポーツ文化部⾧、農林水産部⾧、土木建築部
⾧、会計管理局⾧、公営企業管理者、企業局⾧、教育庁、副教育⾧、警察本部⾧、東京事務所⾧その他本部員

主な業務内容対応組織対策部

職員派遣関係、職員の健康管理、岩国基地からの情報収集、財政措置、本部⾧及び副本部⾧調整…等総務部総務部

政府・中央省庁等からの情報収集、全国知事会との連絡調整、広報、安否情報の照会・受付…等総合企画部総合企画部

ボランティア・NPO支援、国民保護措置に関する相談、生活関連物資等の需給状況の把握…等環境生活部環境生活対策部

救援活動、市町救援指導、医療・助産、避難住民の健康管理、高齢者・障害者避難等の市町支援…等健康福祉部救援対策部

電力の安定供給の事業者要請、火薬類取扱事業者に対する保安対策の指示…等産業労働部産業労働対策部

県内観光客への情報提供、運送の確保・手順、県内外国人への対応、外務省との連携調査…等観光スポーツ文化部観光スポーツ文化
対策部

災害用主食の調達、家畜の管理・防疫、災害対策用船舶の把握、救護物資の荷揚げ漁港確保・斡旋…等農林水産部農林水産対策部

資機材の調達・確保、道路使用に関する自衛隊等との調整、公営住宅等の提供、応急仮設住宅の建設…等土木建築部土木建築対策部

生活必需品を除く必要物資の調達、緊急通行車両確認証明書の発行、応急救助経費の出納…等会計管理局経理部

発電施設・工業用水道施設の保安対策・応急対策…等企業局電気工水対策部

児童生徒の保護、応急教育、被災児童生徒に対する医療・防疫・給食…等教育庁文教対策部

情報収集、避難の指示・誘導、緊急輸送路の確保、避難住民の援助、交通規制…等県警察本部

政府・中央省庁等からの情報収集…等東京事務所東京連絡部

・国民保護対策本部の設置・運営・廃止、本部員会議に関すること
・関係市町、その他関係機関との連絡調整に関すること
・国民保護措置の総合調整に関すること
・国民保護措置の実施状況、被災情報その他情報のとりまとめに関すること …等

事務局⾧（総務部理事）事

務

局

事務局員
（防災危機管理課職員)

（消防保安課職員）
(広報広聴課課員)



避難住民情報等、避難先情報の相互連携事務局避難元連携

輸送経路及びタイムテーブルの決定及びそれに伴う交通関係事業者との調整事務局輸送経路

避難先連絡所の設営・運営事務局・救援対策部避難先連絡所

ホテル・旅館の割り振り事務局

旅館・ホテル等 避難住民（要配慮者）の健康管理救援対策部

ホテル滞在住民の生活相談環境生活対策部

食事の提供方法の調整、必要となる物資・要員の確保、食料品の調達（小売事業者からの調達を含む）事務局
救援対策部食品・飲料水

飲料水・生活必需品の必要数の確認、調達（小売事業者からの調達を含む）、配送事務局
救援対策部生活必需品

（医療措置を必要とする）要配慮者の医療機関等への割り振り
医療の提供状況に関する情報収集、医療班の派遣調整・支援要請救援対策部医療・助産

（介護・福祉を必要とする）要配慮者の社会福祉施設等への割り振り
社会福祉施設の入所者以外の要配慮者の健康状態の定期観察・情報収集、介護士等の派遣調整・支援要請救援対策部福祉

避難先連絡所・旅館・ホテル等の収容施設における通信設備の設置状況の確認事務局通信設備

避難住民の生活相談環境生活対策部生活相談

中⾧期の収容施設の確保計画の作成（賃貸型応急住宅・公営住宅・建設型応急住宅）
中⾧期の収容施設確保の実作業

救援対策部
土木建築部中⾧期住宅施設

就学の再開について検討文教対策部就学の再開
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輸送計画の作成について～条件整理・調整の流れ

１．輸送計画の作成に関する基本的考え方
〇 山口県へ避難する住民は約12,600人で避難開始から５日で避難を終える（初期的な計画の６日間からタイムテーブル変更）
〇 山口県への避難は福岡空港を経由して行われる
○ 国は避難の指示に先立ち、避難先地域への入域の自粛要請をかける
〇 要配慮者の輸送については作業部会にて分類別に検討を進める
〇 上記基準は要領作成上の設定であり、必要な手順を確認するための整理（便の確保が将来的に約束されるわけではない)

沖縄県

石垣市

交通機関
指定地方公共機関

避難住民等共有

避難住民台帳提供
避難スケジュール

進捗の状況共有

進捗の状況共有

委託契約

避難措置の指示

国対策本部

進捗の状況共有

山口県国民保護対策本部
事務局

進捗の状況共有

・避難住民台帳及びフライトスケ
ジュールを基に輸送タイムテーブ
ル案を作成

・受入れ可否判断
・避難経路を考慮し輸送手段の方針決定
・委託契約受注者提示の調整数に基づき
県内市町及び避難先連絡所と調整し輸送
計画を具体化

避難先として照会

避難先地域
（受入市町）

国・都道府県は避難が開始されるま
でに可能な限り事前調整を実施して
おく

相互調整

２．全体調整フロー

調整

県が示す輸送手段の方針
に基づくタイムテーブル

案の提案

旅行代理店等

※国の費用負担については、国民保護法第168条等の規定による。



輸送計画の作成について～役割分担
３．関係者の役割分担

役割対応組織所属
避難住民情報、避難先情報の相互連携
輸送手段の方針決定
委託事業者との調整
輸送計画の具体化

山口県対策本部 事務局
山口県

輸送計画に基づき、誘導人員や現地連絡調整員の確保（応援職員による）山口県対策本部 総務部

事務局の示す方針に基づき輸送計画作成のための情報収集及び案作成委託事業者

民間
地下鉄輸送に係る関係事業者福岡市交通局

新幹線輸送に係る関係事業者（※指定公共機関）西日本旅客鉄道

バス輸送に係る関係事業者（※防⾧交通は指定地方公共機関）防⾧交通等県内バス事業者

避難住民情報の提供、山口県対策本部と進捗状況の共有
避難元市町村との連携沖縄県対策本部 総括情報部沖縄県

関係府省庁間の全体総括内閣官房 国家危機管理室

国 避難に関する連絡調整、避難に関する費用負担総務省 消防庁

ホテル等の収容施設に関する受入れ体制等への支援、救援に関する費用負担内閣府政策統括官（防災担当）付



北
部
地
域

沖 縄 県 石 垣 市 福 岡 県 山 口 県

沖縄県石垣市（人口約12,600名）が、山口県に島外避難することとなった場合の、避難から受入れまで一連の流れは以下のイメージ

：初期的な計画の検討範囲
：今年度からの検討課題

市
街
地

西
部
地
域

石垣空港

福岡空港

新山口駅

世帯構成を
考慮し割振り

石垣市を山口県で受入れる場合の流れの全体イメージ
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要配慮者や中⾧期の収容施設については作業部会で検討中
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宿泊施設の供与について～条件整理・調整の流れ

１．宿泊施設の供与に関する基本的考え方
〇避難当初１カ月間の宿泊施設はホテル・旅館での受入れを基本とする
○ 国は避難措置の指示に先立ち、避難先地域への入域の自粛要請をかけ 入域自粛要請に伴い全室空室（空室率１００％）を前提に検討
〇 空室率１００％であると同時に宿泊費・キャンセル料についてもこの度の要領上の検討の俎上には載せない
〇 上記基準は要領作成上の設定であり、宿泊施設の確保が将来的に約束されるわけではない

沖縄県

石垣市

ホテル・旅館

避難住民等共有 交渉を踏まえたホ
テル・旅館等

の供与可能数提示

避難住民台帳提供

進捗の状況共有

進捗の状況共有

避難措置の指示

国対策本部

進捗の状況共有

進捗の状況共有

・避難住民台帳に基づいた避難者
の滞在可能なホテル・旅館等の洗
い出し及び交渉
・発注者へ供与可能数の結果報告

・受入れ可否判断
・委託契約受注者提示の数字に基づき避
難先地域や宿泊施設の割当ての実施
・適宜受入れ市町と情報共有を行い調整

避難先の設定

避難先地域
（受入市町）

割当て決定のため
の相互調整

２．全体調整フロー

※国の費用負担については、国民保護法第168条等の規定による。

国・都道府県は避難が開始され
るまでに可能な限り事前調整を
実施しておく

委託契約

旅行代理店等

山口県国民保護対策本部
事務局

調整



宿泊施設の供与について～役割分担・情報体制

４．モデル地区の世帯構成について

３．関係者の役割分担

役割対応組織所属
避難住民情報、避難先情報の相互連携
宿泊施設の供与について方針決定
委託事業者との調整
宿泊施設の割当ての決定

山口県対策本部 事務局山口県

避難者の滞在可能なホテル・旅館等の洗い出し及び交渉委託事業者
民間

供与可能数の提示宿泊施設事業者

避難住民情報の提供、山口県対策本部と進捗状況の共有
避難市町村との連携沖縄県対策本部 総括情報部沖縄県

関係府省庁間の全体総括内閣官房 国家危機管理室

国 避難に関する連絡調整、避難に関する費用負担総務省 消防庁

ホテル等の収容施設に関する受入れ体制等への支援、救援に関する費用負担内閣府政策統括官（防災担当）付
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参考:山口県支援物資物流マニュアル、山口県地域防災計画



参考:山口県支援物資物流マニュアル



参考:山口県支援物資物流マニュアル
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参考:山口県支援物資物流マニュアル
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参考:山口県支援物資物流マニュアル



参考:山口県支援物資物流マニュアル



参考:山口県支援物資物流マニュアル



参考:山口県支援物資物流マニュアル



参考:山口県支援物資物流マニュアル



運送事業者調達先保管場所必要な物資

トラック協会協定締結事業者維新百年記念公園水飲料水

調達先事業者〃就学再開先教科書、教育委員会の承認を受けている準教科書、ワークブック、
問題集等の教材

学用品
〃〃就学再開先ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨン、絵具、画筆、画用紙、下敷き、

定規等の文房具

〃〃就学再開先傘、靴、⾧靴等の通学用品

〃〃就学再開先運動靴、体育着、カスタネット、ハーモニカ、笛、鍵盤付ハーモニ
カ、工作用具、裁縫用具等

〃〃維新百年記念公園タオルケット、毛布、布団等の寝具
被服、寝具及び身の
回り品 協定締結事業者〃－洋服上下、子供服等の上着、シャツ、パンツ等の下着

〃協定締結事業者維新百年記念公園タオル、靴下、靴、サンダル、傘等の身の回り品

－ホテル・旅館等
アメニティ－石鹸、歯磨用品、ティッシュペーパー、トイレットペーパー等の日

用品日用品

トラック協会協定締結事業者維新百年記念公園炊飯器、鍋、包丁、ガス器具等の調理道具
炊事用具及び食器

〃〃維新百年記念公園茶碗、皿、箸等の食器

〃〃〃簡易な電気ストーブ又はこれに準ずるもの（電気ストーブ、セラ
ミックヒーターや電気カーペット）

季節用品
（避難時期による）

〃〃〃猛暑による熱中症及び脱水症状等の被災者の健康被害を防止する観
点から必要とされる扇風機

〃〃〃高齢者、乳幼児等の日常生活上の支援を行うために必要な紙おむつ
やミルク

高齢者・乳幼児用の
消耗品



提供状況の
確認方法頻度・タイミング提供方法提供場所必要な物資

現地職員確認1回・避難先連絡所到着時到着時配布避難先連絡所水（水道水以外の配布）飲料水

現地職員確認1回・就学再開時
避難後・1カ月以降学校にて手渡し就学再開場所教科書、文房具、通学用品、その他学用品学用品

配達時確認中⾧期収容施設移動時
避難後・1カ月以降

中⾧期収容施設に
現地配送中⾧期収容施設タオルケット、毛布、布団等の寝具

被服、寝
具及び身
の回り品

避難先連絡所の
連絡員1回・避難先連絡所到着時到着時に配布避難先連絡所洋服上下、子供服等の上着、シャツ、パンツ等の下

着

〃〃〃避難先連絡所タオル、靴下、靴、サンダル、傘等の身の回り品

宿泊事業者に
ヒアリングホテル・旅館滞在中適宜ホテル・旅館の

アメニティホテル・旅館石鹸、歯磨用品、ティッシュペーパー、トイレット
ペーパー等の日用品日用品

配達時確認中⾧期収容施設移動時
避難後・1カ月以降

中⾧期収容施設に
現地配送中⾧期収容施設炊飯器、鍋、包丁、ガス器具等の調理道具炊事用具

及び食器
〃〃〃〃茶碗、皿、箸等の食器

〃〃〃〃簡易な電気ストーブ又はこれに準ずるもの（電気ス
トーブ、セラミックヒーターや電気カーペット）

季節用品
（避難開
始時期に
よる） 〃〃〃〃猛暑による熱中症及び脱水症状等の被災者の健康被

害を防止する観点から必要とされる扇風機

配達時確認１回/週現地避難先施設毎高齢者、乳幼児等の日常生活上の支援を行うために
必要な紙おむつやミルク

高齢者・
乳幼児用
の消耗品



４．全体調整フロー

３．健康管理実施が必要なフェーズ
〇 避難中の健康管理（福岡空港～新山口駅）
〇 避難先連絡所内での健康管理（避難先連絡所の項目参照）
〇 宿泊施設に滞在する間の健康管理

99

１．避難者の健康管理に関する基本的考え方
〇 医療の提供対象者は武力攻撃災害等により医療の途を失った者

〇 避難先に設定される山口県は平時の社会経済活動が行われている状態であり、医療機関の受診が基本

〇 宿泊施設滞在時の避難者の健康管理は相談窓口の設置によって行う（避難生活全般の相談とは別に設ける）

〇 要配慮者の対応検討は作業部会にて検討

２．関係者の役割分担
〇避難者の健康管理に関する担当部署・役割は以下の通り

役割担当部署

避難元・受入れ先市対策本部と総合調整事務局県対策本部

沖縄県提供の事前リストに基づく要配慮者の対応救援対策部

県との総合調整総務対策部市対策本部

受け入れ住民の健康管理に関すること
要配慮者対応を要する場合、県の救援対策部に繋ぐ

健康福祉対策部

沖縄県
山口県国民保護対策本部

事務局・災害救助部
避難先地域
（受入市）

避難住民台帳提供

検討の状況共有

健康管理委任

管理状況連携



１．輸送経路について

①石垣市→（航空機）
②福岡空港→（地下鉄）
③博多駅→（新幹線）
④新山口駅
②，③，④のフェーズごとに整理

３．博多駅で新幹線に乗車するまでの体調悪化
〇 引率者が誘導員に引継ぎ

・対応１ 休憩にて経過観察→回復→後続のグループと合流
・対応２ 医療対応必要→救急車呼び出し

２．福岡空港内の対応
〇 福岡空港内に設置される救護所にて応急対応
〇 具体的な救護所機能については今後、避難検討における要配慮者分科会等で整理される

４．新幹線に乗車中の体調悪化
〇 新幹線乗車時間は短ければ30分未満であることから、避難先連絡所に設置の救護所にて対応
〇 引率者はあらかじめ避難先連絡所の職員に体調不良者の発生を連絡



１．相談窓口の設置（電話対応）
〇 山口市保健センターにて対応
＜補足＞
〇 対象者は宿泊施設滞在中に健康相談を求める者
〇 医療機関の受診が必要な避難者は各自が受診する整理
〇 対象は山口市に避難する避難者のうち、事前に把握した要配慮者ではなく避難時に

健康であるが、医療機関の受診には至らず当初1カ月の期間で避難中に健康について
相談を行いたい者
※ 要配慮者の対応については要配慮者作業部会で検討を進めているところ

〇 定量的な相談件数や必要人役の算出は困難であるため人員増の検討は今後の課題
〇 生活全般の相談は窓口を別に設ける

２．保健師の配置計画
〇 対応可能な保健師勤務時間

３．要配慮と判断された場合の対応
〇 県救援対策部と医療機関と連携して対応（調整必須）



２．全体調整フロー

４．モデル地区における通信設備の検討結果

102

山口県国民保護対策本部
事務局

一時滞在の
宿泊施設選定

１．通信設備の提供に関する基本的考え方
〇 国民保護法における費用負担の範囲は実費
〇 提供の期間は、ホテル・旅館等に滞在する当初の１カ月
〇 この度の受入れ要領上の設定において避難先地域は平時の通信体制を活用可能である
○ 通信設備の提供の対象となる場所は避難先連絡所及び避難先の宿泊施設
〇 避難先の宿泊施設は通信設備の提供が可能であることが選定の上での要件の一つ

３．関係者の役割分担
〇通信設備の提供に関する担当部署・役割は以下の通り

役割担当部署

避難先連絡所・避難者の宿泊施設の通信環境の確認事務局県対策本部
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令和７年度中間整理
山口県
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（令和７年度山口県地域防災計画から抜粋）

【県有車両配置状況】 【救急車保有状況】

・山口県では地域防災計画において車両の保有状況等を把握しており、災害時には応急車両として使用するものと位置づけている

・上図の県有車両配置状況については物品管理課が整理

・救急車保有状況については消防保安課及び医療政策課によって随時更新を行っている



113

ドクターヘリ防災ヘリ区分

BK117 C-2

レオナルド式AW169

機種

仕
様

13.03m14.65m全⾧

11.00m11.00m全幅

最大7名（うち患者１名）最大12名（搭乗員２名＋10名）乗員

約278 km/h302km/h
最大
速度

約675km740km
航続
距離

可能医療搬送可能救急

運
用

可能可能輸送

山口大学医学部附属病院山口県消防航空隊運航
主体
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※今回行ったパターン別のモデル検討は今後、医療関係者等との調整等により内容は変わり得る



搬送手段代表事例

航空機

【独歩１A】⇒50代男性、在宅酸素（酸素ボンベ携行）
世帯状況：単独世帯障害等級：身体障害(呼吸器機能障害３ 障害等級：身体障害（呼吸器機能障害）３級
ADL：自立。⾧距離の階段や坂道の昇降困難。 疾病情報：COPD（慢性閉塞性肺疾患）、

カニューレによる酸素投与 キャリーによる酸素ボンベ携行
要介護認定：なし （酸素流量２L/分）

・宿泊施設での受入れを想定
・酸素業者（ボンベの予備）との調整や医療機関（通院先）等

の調整

・福岡空港 →  避難先連絡所 → 宿泊施設
※福岡空港及び避難先連絡所での医師等による診察

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・福岡空港 から 避難先連絡所まで新幹線等公共交通機関
避難先連絡所から宿泊施設まで貸し切りバス

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

------

■【経路図】 福岡空港～新山口駅

避難先
連絡所
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搬送手段代表事例

航空機

【独歩１B】⇒20代女性、妊婦（32・35週目・出産予定日２か月前）
世帯状況 ：配偶者（20代、健常）、息子（３歳、健常）と同居 障害等級：なし

ADL  ：自立。激しい動作困難 疾病情報：なし
要介護認定：なし

・宿泊施設での受入れを想定
・産科医療機関との調整（分娩受入れ及び通院先）

・福岡空港 →  避難先連絡所 → 宿泊施設
※福岡空港及び避難先連絡所での医師等による診察

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・福岡空港 から 避難先連絡所まで新幹線等公共交通機関
避難先連絡所から宿泊施設まで貸し切りバス

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

〇-----

■【経路図】 福岡空港～新山口駅

避難先
連絡所
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搬送手段代表事例

航空機

【独歩１C】⇒40代女性、在宅、腹膜透析
世帯状況 ：配偶者（40代、健常）、娘（11歳、健常） 障害等級：身体障害２級（腎機能障害）

ADL：自立 疾病情報：慢性腎臓病
要介護認定：なし

・宿泊施設での受入れを想定
・透析（通院）医療機関との調整、移動時に係る透析の有無

・福岡空港 →  避難先連絡所 → 宿泊施設
※福岡空港及び避難先連絡所での医師等による診察

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・福岡空港 から 避難先連絡所まで新幹線等公共交通機関
避難先連絡所から宿泊施設まで貸し切りバス

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

〇-----

■【経路図】 福岡空港～新山口駅

避難先
連絡所
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搬送手段代表事例

航空機

【独歩２A】⇒30代女性、妊婦（37週目・出産予定日３週間前）
世帯状況：配偶者（30代、健常）と同居。 障害等級：なし

ADL：基本的に自立。激しい動作困難。 疾病情報：なし
要介護認定：なし

・宿泊施設での受入れを想定
・産科医療機関との調整（分娩受入れ及び通院先）

・福岡空港 →  避難先連絡所 →宿泊施設
※福岡空港及び避難先連絡所での医師等による診察

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・福岡空港 から 避難先連絡所まで新幹線等公共交通機関
避難先連絡所から宿泊施設まで貸し切りバス

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

〇-----

■【経路図】 福岡空港～新山口駅

避難先
連絡所
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搬送手段代表事例

航空機

【独歩２B】⇒30代女性、統合失調症
世帯状況：両親（双方とも60代、健常）と同居。 障害等級：精神障害３級

ADL：自立。家族の付添があれば外出可能。 疾病情報：統合失調症にて外来通院中。症状は安定。
要介護認定：なし

・宿泊施設での受入れを想定（環境の変化に伴う病状悪化等により
施設・医療機関等受け入れ先の調整も検討）

・精神科医療機関(通院先)との調整、服薬状況の確認

・福岡空港 →  避難先連絡所 →宿泊施設
※福岡空港及び避難先連絡所での医師等による診察

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・福岡空港 から 避難先連絡所まで新幹線等公共交通機関
避難先連絡所から宿泊施設まで貸し切りバス

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

〇-----

■【経路図】 福岡空港～新山口駅

避難先
連絡所
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搬送手段代表事例

航空機

【独歩２C】⇒80代女性、要介護１、認知症、４点杖使用
世帯状況：息子（50代、健常）と同居。 障害等級：なし

ADL：概ね自立。⾧距離の階段・坂道の昇降困難。 疾病情報：認知症（軽度）
要介護認定：要介護１（障害高齢者の日常生活自立度：A1、認知症高齢者の日常生活自立度：Ⅰ）

・宿泊施設での受入れを想定（転倒等防止のため移動負担の少ない
低階層部屋や段差が少ない部屋等の環境を配慮）

・医療機関（通院先）との調整

・福岡空港 →  避難先連絡所 →宿泊施設
※福岡空港及び避難先連絡所での医師等による診察

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・福岡空港 から 避難先連絡所まで新幹線等公共交通機関
避難先連絡所から宿泊施設まで貸し切りバス

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

〇-----

■【経路図】 福岡空港～新山口駅

避難先
連絡所



搬送手段代表事例

航空機

【護送１A】⇒30代女性、両下肢切断、車いす（電動・個人用）
世帯状況：独居。 障害等級：身体障害（肢体）１級

ADL：歩行以外は基本的に自立。 疾病情報：交通外傷による両下肢切断
要介護認定：なし

・宿泊施設での受入れを想定
手すり等バリアフリー対応可能な部屋を調整する

・福岡空港 →  避難先連絡所 →宿泊施設
※福岡空港及び避難先連絡所での医師等による診察

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・福岡空港 から 避難先連絡所まで新幹線等公共交通機関
避難先連絡所から宿泊施設まで貸し切りバス

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

-〇----行政職員等見守り等の介助者（交通機関等への移乗（動）時

■【経路図】 福岡空港～新山口駅

避難先
連絡所

122



搬送手段代表事例

航空機

【護送１B】⇒70代女性、要介護２、歩行器（レンタル）
世帯状況：介護老人保健施設入所中。配偶者（80代、要介護１、基本的には自立）が自宅在住。

ADL：立ち上がり・歩行については一部介助必要。歩行器を使用して移動。
要介護認定：要介護２（障害高齢者の日常生活自立度：A2、認知症高齢者の日常生活自立度：自立)

障害等級：なし 疾病情報：大腿骨頸部骨折術後（３ヶ月前）

・避難前の生活状況と同等に介護老人保健施設への入所を
優先的に検討する。
※医師の診察時の判断により受入れ困難な場合も想定

・福岡空港 → 介護老人保健施設
※福岡空港での医師等による診察 （健康状態の確認）

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・福岡空港 から 介護老人保健施設まで福祉車両

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

〇〇----行政職員等見守り等の介助者（転倒防止等）

■【経路図】 福岡空港～山口市

介護老人
保健施設



搬送手段代表事例

航空機

【護送１C】⇒80代男性、要介護３、認知症、車いす（自走式・個人用）
世帯状況：特別養護老人ホーム入所中。息子（50代、健常）が自宅在住。障害等級：精神障害３級（認知症）

ADL：立ち上がり、歩行は自力不可。車いす移乗・移動は介助必要。 疾病情報：認知症
要介護認定：要介護３（障害高齢者の日常生活自立度：B2、認知症高齢者の日常生活自立度：Ⅲa)

・避難前の生活状況と同等に特別養護老人ホーム等施設
※医師の診察時の判断により受入れ困難な場合も想定

・福岡空港 → 特別養護老人ホーム
※福岡空港での医師等による診察（健康状態の確認）

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・福岡空港から特別養護老人ホームまで福祉車両

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

〇-〇---常時移動・移乗時の介助が必要である

■【経路図】 福岡空港～山口市

特別養護
老人ホーム
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搬送手段代表事例

航空機

【護送２A】⇒80代女性、要介護４、車いす（自走式・レンタル）、酸素療法
世帯状況：特別養護老人ホーム入所中。配偶者（80代、健常）及び娘（40代、健常）が自宅在住。

ADL：立ち上がり、車いす移乗・移動及び日常生活は全般的に介助必要、カニューレによる酸素投与
疾病情報：慢性心不全（在宅酸素、服薬管理）車いすに酸素ボンベ搭載し携行（酸素流量３L/分）

要介護認定：要介護４（障害高齢者の日常生活自立度：B２、認知症高齢者の日常生活自立度：自立）障害等級：身体障害（呼吸器機能障害）
３級

・避難前の生活状況と同等に特別養護老人ホームへの入所を
優先的に検討する。
※医師の診察時の判断により受入れ困難な場合も想定

・福岡空港 → 特別養護老人ホーム
※福岡空港での医師等による診察（健康状態の確認）

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・福岡空港 から特別養護老人ホームまで福祉車両

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

〇---〇-⾧時間移動での急変や酸素吸入等の医療管理、
移動等の介助のため看護師が望ましい

■【経路図】 福岡空港～山口市

特別養護
老人ホーム
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搬送手段代表事例

航空機

【護送２B】⇒80代女性、認知症
世帯状況：医療機関入院中。入院前は息子（50代、健常）と同居。 障害等級：精神障害１級

ADL：立ち上がり、車いす移乗・移動及び日常生活は全般的に介助必要。 疾病情報：認知症（重度）
要介護認定：要介護４（障害高齢者の日常生活自立度：B２、認知症高齢者の日常生活自立度：M）

・避難前の生活状況と同等に医療機関への入院を優先的に検討
※医師の診察時の判断により受入れ困難な場合も想定

・福岡空港 →  医療機関
※福岡空港での医師等による診察（健康状態の確認）

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・福岡空港 から 医療機関まで民間救急車（調整可能時）
または福祉車両

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

〇-〇---常時移動・移乗時の介助が必要である

■【経路図】 福岡空港～山口市

医療機関
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搬送手段代表事例

船舶
または

個別航空機

【護送２Ｃ】⇒70代男性、誤嚥性肺炎、入院中、点滴治療、車椅子
世帯状況：医療機関入院中。入院前は息子（30代、健常）と同居。 障害等級：なし 要介護認定：なし

ADL：もともと自立。現在は入院後の廃用により立ち上がり、歩行は自力不可。車いす移乗・移動は介助必要。
座位保持可能。

疾病情報：入院５日目。誤嚥性肺炎に対して点滴抗菌薬投与中。絶食中。酸素１L/分投与中

・医療機関

・福岡空港 →  医療機関 ・鹿児島港 → 医療機関
※福岡空港または鹿児島港での医師による診察（健康状態の確認）
※搬送の可否の判断により受入れ困難な場合も想定

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・福岡空港または鹿児島港から医療機関まで救急車

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

〇---〇-⾧時間移動での急変や点滴・酸素吸入等の医療
管理が必要のため看護師が望ましい

■【経路図】 福岡空港～山口市

医療機関
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搬送手段代表事例

船舶

【担送１A】⇒70代女性、要介護４、血液透析、脳梗塞の既往（後遺症：右半身麻痺）
世帯状況：配偶者（70代、健常）と同居。 障害等級：身体障害２級（腎機能障害）

ADL：寝たきり、日常生活全般の介助が必要。 疾病情報：慢性腎臓病（血液透析、送迎が必要）
要介護認定：要介護認定４（障害高齢者の生活自立度：C１、認知症高齢者の日常生活自立度：自立）

・避難前の生活状況と同等に特別養護老人ホームでの受け入れ
を想定

・透析（通院）医療機関の調整、移動時に係る透析の有無

・鹿児島港→  避難先連絡所 → 特別養護老人ホーム
※鹿児島空港または避難先連絡所での医師による診察

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・鹿児島港から避難先連絡所まで福祉車両
・避難先連絡所から特別養護老人ホームまで福祉車両

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

〇-〇---日常生活全般の介助が必要であるため介護士
が望ましい。

■【経路図】 鹿児島港～山口市

特別養護
老人ホーム
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搬送手段代表事例

船舶

【担送１B】⇒90代男性、要介護５、寝たきり、認知症
世帯状況：特別養護老人ホーム入所中。息子（70代、健常）が自宅在住。

ADL：寝たきり、日常生活全般の介助が必要、褥瘡の処置が必要。
要介護認定：要介護５（障害高齢者の生活自立度：Ｃ２、認知症高齢者の日常生活自立度：Ⅳ）
障害等級：精神障害２級（認知症） 疾病情報：認知症

・避難前の生活状況と同等に特別養護老人ホーム等施設入所
※医師の診察時の判断により受入れ困難な場合も想定

・鹿児島港→  避難先連絡所 → 特別養護老人ホーム
※鹿児島空港または避難先連絡所での医師による診察

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・鹿児島港から避難先連絡所まで福祉車両
・避難先連絡所から特別養護老人ホームまで福祉車両

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

〇-〇---寝たきりにより日常生活全般の介助が必要で
あるため介護士が望ましい。

■【経路図】 鹿児島港～山口市

特別養護
老人ホーム
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搬送手段代表事例

船舶

【担送１Ｃ】⇒80代女性、要介護５、寝たきり、認知症
世帯状況：特別養護老人ホーム入所中。家族なし。

ADL：寝たきり、日常生活全般の介助が必要、胃瘻からの栄養投与・喀痰吸引が必要。
要介護認定：要介護５（障害高齢者の生活自立度：Ｃ２、認知症高齢者の日常生活自立度：Ⅳ）
障害等級：精神障害２級（認知症） 疾病情報：認知症

・避難前の生活状況と同等に特別養護老人ホーム等施設入所
※医師の診察時の判断により受入れ困難な場合も想定

・鹿児島港→  避難先連絡所 → 特別養護老人ホーム
※鹿児島空港または避難先連絡所での医師による診察

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・鹿児島港から避難先連絡所まで福祉車両
・避難先連絡所から特別養護老人ホームまで福祉車両

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

--〇-〇-
栄養投与及び喀痰吸引の医療管理や寝たきり
により日常生活全般の介助が必要であるため
看護師または介護士が望ましい。

■【経路図】 鹿児島港～山口市

避難先
連絡所
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搬送手段代表事例

船舶

【担送２A】⇒10代男性、脳性麻痺、在宅人工呼吸器（気管切開）、リクライニング車いす（自走式・個人用）
世帯状況：両親（双方40代、健常）と同居。 要介護認定：なし

ADL：寝たきり、日常生活全般の介助必要。リクライニング車いすでの移動可能だが、⾧時間の座位保持不可。
言語による意思疎通不可。胃瘻からの栄養投与・喀痰吸引が必要。

障害等級：身体障害（肢体不自由）１級、療育手帳Ａ 疾病情報：脳性麻痺。在宅にて人工呼吸管理中（気管切開）

・宿泊施設での受け入れを想定
・医療機関の調整、移動時に係る透析の有無
※医師の診察時の判断により受入れ困難な場合も想定

・鹿児島港→  避難先連絡所 →宿泊施設
※鹿児島港または避難先連絡所での医師による診察

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・鹿児島港から避難先連絡所まで福祉車両
・避難先連絡所から宿泊施設まで福祉車両

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

〇-〇---日常生活全般の介助が必要であるため介護士
が望ましい。

■【経路図】 鹿児島港～山口市

避難先
連絡所



搬送手段代表事例

船舶

【担送２B】⇒80代男性、誤嚥性肺炎、ストレッチャー搬送
世帯状況：医療機関入院中。入院前は特別養護老人ホーム入所。家族なし。
ADL：寝たきり、日常生活全般の介助が必要。 障害等級：なし
要介護認定：要介護５（障害高齢者の生活自立度：Ｃ２、認知症高齢者の日常生活自立度：Ⅳ）
疾病情報：入院３日目。誤嚥性肺炎に対して点滴抗菌薬投与中。鼻カニューレより酸素投与中（２L/分）。絶食中。

・医療機関入院を想定
※医師の診察時の判断により受入れ困難な場合も想定

・鹿児島港→  医療機関
※鹿児島港での医師による診察

■【想定する受入施設や必要な配慮】

■【想定する経路】

・鹿児島港から医療機関まで民間救急車（調整可能時）
または福祉車両

■【想定する搬送（輸送）手段】

■【搬送時の付添い人員等の整理】

家
族

介
助
者

介
護
士

M
E

看
護
師

医
師基本的な考え方

----〇-点滴や酸素投与等の医療管理が必要なため
看護師が望ましい。

■【経路図】 鹿児島港～山口市

医療機関
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中⾧期の収容施設の
提供に関する検討

136

令和７年度中間整理
山口県



２．前提事項
○ 避難先と設定されている、九州・山口各県は、平時の社会経済活動等が営まれているものとする。

○ 令和７年度は、賃貸型応急住宅、公的住宅の供与について検討を行うこととし、建設型応急住宅は次年度に検討予定。

○ 本検討内では、避難住民等の収容施設として、公営住宅や国家公務員宿舎等の公的住宅の空き住戸を活用可能。

なお、活用において国土交通大臣の承認を必要としない。

○ 中⾧期収容施設への入居（募集等の手続きも含む）から退去までの一連の流れにおいて、県や市町村、関連団体等の

関係者が行う対応内容について検討し、役割分担や調整手順、それらの課題等の整理を行った。

○ 上記の整理にあたっては、初期的な計画で検討した受入れ市町村の中から検討対象地域を選定し、検討を行う。

○ 賃貸型応急住宅の供与については、まず一般世帯を対象に、行政等が相談対応により補助しながら住民が物件選定す

る方式を基本として検討を行い、課題や留意点等を整理。

○ 要配慮世帯（高齢者等のバリアフリー配慮等が必要な世帯）については、「要配慮者の受入れ調整に関する作業部

会」での検討内容を踏まえて、政府から検討方針が改めて提示される次年度以降に検討・整理。

○ コミュニティの配慮については、可能な限り地区等で同一地域とするため、初期的な宿泊施設への避難者数が中⾧期

住宅においても同一地域内（市町）でカバーできるよう、可能な限り初期の割当てから考慮する。

１．中⾧期の収容施設の提供に関する基本的考え方

○ 避難後における中⾧期の収容施設の提供のために必要な調整や手続等について整理。
○ これまでの自然災害時の対応等を参考にしつつ、関係者が協力して検討。
○ 検討においては、各対応の効率化、早期入居に向けた工夫、避難住民との連絡調整方法や住民情報の収集・整理方法

等について配慮する。
○ 本検討は、『山口県災害時の被災者向け住宅確保マニュアル』に基づいて行う。

中長期の収容施設の提供に関する検討方針
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モデル検討の対象となる受入れ地域の選定

○「初期的な計画」で検討した受入れ先市町村の中から、モデル検討の対象となる受入れ地域として、山口市を選定する。

○モデル検討の対象とする避難住民の世帯人数等は、以下の通り

◎モデル検討の対象となる受入れ地域:山口市
※「初期的な計画」における避難元市町村:石垣市（白保地区）

139

中長期の収容施設の提供に関するモデル地区について

計石垣市・白保地区の世帯構成

7人世帯6人世帯5人世帯4人世帯3人世帯2人世帯単身世帯

771818325283214364世帯数

1,57356 108 160 208 249 428364 世帯人数



モデル検討の対象となる受入れ地域の選定（関係者の整理）

○受入れ地域における中⾧期の収容施設の提供に関する担当部署・役割は以下の通り。

役 割担当部署

県国民保護対策本部（全体総合調整）山口県防災危機管理課

避難住民の中⾧期収容に係る収容可能数、分配の総合調整山口県厚政課

土木建築部の総合調整
関係出先機関との連絡調整山口県監理課

県公務員住宅に係る調整山口県管財課

被災者への公営住宅等の提供及び必要な措置に関すること山口県住宅課

市対策本部山口市防災危機管理課

被災者への公営住宅等の提供及び必要な措置に関すること山口市住宅課

避難住民の相談受付及び入居手続き
（今後、対策本部により広域的な事務手続きの取り扱いがなされる場合は外れる可能性もあり）石垣市行政機能

140

中長期の収容施設の提供に関する検討方針
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◇モデル検討【賃貸型応急住宅】
記載例・イメージ等



【検討項目１:契約方式・賃料等の設定】
○賃貸型応急住宅の契約方式・賃料等について

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【賃貸型応急住宅】

142

定期建物賃貸借契約契約方式

３者間契約契約者

・１～２人世帯:１K、１DK、２DK
・３～４人世帯:３DK（２LDK）
・５人以上世帯:４DK（３LDK）

間取り

・１～２人世帯:６０，０００円
・３～４人世帯:７０，０００円
・５人以上世帯:９０，０００円

賃料の限度額

支払者:県（国庫負担）共益費（管理費）

支払者:県（国庫負担）敷金

支払者:県（国庫負担）礼金

支払者:県（国庫負担）仲介手数料

支払者:県（国庫負担）損害保険

負担者:入居者光熱水費

昭和56年6月1日以降に建設された住宅、もしくは耐震診断、耐震改修等により耐震性
が確認できる住宅耐震性



【検討項目２:供与可能数の把握方法】
○賃貸型応急住宅の供与可能数の調査方法について

①厚政課は防災危機管理課からの指示に基づき、住宅課へ対象地域の民間賃貸住宅の供給戸数の調査を依頼する。
②住宅課は不動産団体へ第１段階調査を依頼（候補戸数を住宅課から厚政課へ報告する）
※第１段階調査:候補戸数（空家情報の概数）
③住宅課は不動産団体へ第２段階調査を依頼 （候補戸数のうち、提供可能な戸数を調査し、厚政課へ報告する。）
※第２段階調査:詳細調査（所有者の提供意思確認等）

 受入れ予定人数に対して供与可能数が不足する場合、近隣市に拡大することもありうる。

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【賃貸型応急住宅】
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【検討項目２:供与可能数の把握方法】

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【賃貸型応急住宅】

144

〈様式（第１次調査）応急借上げ住宅候補戸数報告書（例）〉



【検討項目２:供与可能数の把握方法】

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【賃貸型応急住宅】

145

〈様式（第２次調査）応急借上げ住宅候補戸数報告書（例）〉

〈様式（第２次調査）応急借上げ住宅候補戸数報告書（詳細）（例）〉



【検討項目３:入居者の募集方法】
○募集内容について
〈募集チラシ（例）〉

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【賃貸型応急住宅】
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【検討項目３:入居者の募集方法】
○募集要項等の様式案について
 「山口県災害時の被災者向け住宅確保マニュアル」に準ずる。

○周知方法について
・初期の滞在先となる宿泊施設のロビーなどに案内のチラシを設置

・山口県ホームページにて周知

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【賃貸型応急住宅】
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【検討項目４:相談対応の方法】

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【賃貸型応急住宅】
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避難元地域の行政機能として、避難先と避難元職員が連携して対応
※ 避難住民が相談しやすいことを重視した調整
※ 財政措置や次年度以降の行政機能の整理により、公営住宅とのマッチングも
含めた委託も模索



【検討項目５:入居申し込み方法】
○受付方法について
 避難住民は、入居希望物件を選定し、当該物件を取扱う不動産業者に連絡する。

 不動産業者は、避難住民に物件の概要を説明し、入居申込書の提出を受ける。

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【賃貸型応急住宅】
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【検討項目５:入居申し込み方法】
○入居申込書等の様式案について

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【賃貸型応急住宅】
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【検討項目６:申し込み内容の確認方法】
○審査方法について
 不動産業者で受け付けた入居申込書を受入市に送付する。

 受入市は、入居申込書の形式的な審査を行った上で、県に送付する。

 県は、審査チェックリストに基づき入居申込書の審査を行う。

 県は、審査結果を避難住民（あわせて受入市、不動産業者）に通知する。

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【賃貸型応急住宅】
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【検討項目６:申し込み内容の確認方法】
○審査チェックリスト、入居許可書等の様式案について
〈審査チェック項目（例）〉 〈入居許可書様式（例）〉

・入居希望者は避難者リストに記載されているか
・申込書は全て記入されているか
・物件は対象要件に該当しているか（家賃・間取り等） 等

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【賃貸型応急住宅】
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【検討項目７:契約・入居手続きの方法】
○必要書類について
 入居申込書

 同意書

 誓約書

 本人確認書類

○各書類の様式案について
 同意書、誓約書について次ページに掲載

○個別世帯とのやり取りの方法について
 各不動産業者窓口で対応

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【賃貸型応急住宅】
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【検討項目７:契約・入居手続きの方法】
○各書類の様式案について

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【賃貸型応急住宅】
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【検討項目８:入居期間中の対応方法】
○家賃等の支払い方法について
 原則として以下のように支払う。

初回支払分 :契約成立の翌月末まで

第２回支払分 :当月分を当月末まで

第３回以降支払分:当月分を前月末まで

※ただし、４月分については当月末までに支払う。

○入居者の相談対応方法について
 各不動産業者窓口で対応

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【賃貸型応急住宅】
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【検討項目９:退去手続きの方法】
○解約手続きの方法について
 入居者は、賃貸型応急住宅を退去する場合は、退去の１か月前までに退去届を受入市に提出し、受入市は、その写しを県、仲介業者及び貸主に送付
する。

 入居者は、契約期間が終了する日までに、住宅を明け渡さなければならない。

 鍵の受け渡しは、貸主又は仲介業者と入居者で行う。

○費用精算の対応方法について
 入居者の故意過失による損壊がある場合を除き、入居者への退去時修繕費用の請求はしない。

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【賃貸型応急住宅】

156



【課題】

世帯数（７７１世帯）が多く、行政職員のみでは審査に時間がかかるため、業者委託等の検討が必要。

申込、契約等に係る様式、必要書類等は各県で統一することが望ましい。

入居申請から退去まで一元的に管理できる統一的なシステムの構築がされることが望ましい。

相談内容については多岐に渡るため、国によりコールセンターを設置されることが望ましい。

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【賃貸型応急住宅】
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◇モデル検討【公的住宅】



【検討項目１:供与可能数・各戸情報の把握方法】
○公的住宅の供与可能数・各戸情報の調査方法について

①厚政課は防災危機管理課からの指示に基づき、住宅課へ対象地域の公的住宅の供与可能数を依頼
②住宅課は各市町及び県営住宅指定管理者へ公的住宅の受け入れ可能な戸数及び各戸情報を依頼
③各市町及び県営住宅指定管理者は依頼された情報を住宅課へ報告（様式:企画1号、住管1号）
④住宅課は各市町及び県営住宅指定管理者からの報告を取りまとめて厚政課へ報告（様式:企画2号）

※修繕費に係る国負担がないため、原則、修繕なしで使用可能な住戸に限る。

○供与可能な公的住宅の情報整理方法について
 厚政課は、住宅課を通じて供与可能である空き住戸の情報を集約。

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【公的住宅】
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厚政課 住宅課 県営住宅指定管理者
（県営住宅）

①依頼 ②依頼

③報告

各市町
（市町営住宅）③報告

②依頼

④報告



【検討項目１:供与可能数・各戸情報の把握方法】
○公的住宅の供与可能数・各戸情報の調査方法について（様式）

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【公的住宅】
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〈企画1号〉 〈住管1号〉



【検討項目１:供与可能数・各戸情報の把握方法】
○公的住宅の供与可能数・各戸情報の調査方法について（様式）

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【公的住宅】
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〈企画2号〉



【検討項目２:入居者の募集方法】
○募集内容について
○県営住宅
（１）入居対象者 :当該事案の避難住民
（２）提供戸数 :○戸
（３）受付開始 :○年○月○日（○）（受付時間:8時30分から17時15分まで 土・日・祝祭日除く）
（４）入居可能期間 :6カ月
（５）家賃等 :家賃免除。連帯保証人・敷金不要。
（６）その他 :ペット不可 等

◆受付・相談窓口:一般財団法人山口県施設管理財団 県営住宅管理事務所（○○○-○○○-○○○）

○市町営住宅
各市町の定めるところによる。

○周知方法について

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【公的住宅】
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・初期の滞在先となる宿泊施設のロビーなどに案内のチラシを設置

・山口県ホームページにて周知



【検討項目３:相談対応の方法】
○窓口の設置について

・ 避難元地域の行政機能として避難先県と避難元職がと連携して対応
※ 避難住民が相談しやすいことを重視した調整
※ 財政措置や次年度以降の行政機能の整理の結果、 賃貸とのマッチングも含め委託も模索

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【公的住宅】
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【検討項目４:入居手続きの方法】

○必要書類について
 入居申込書（別紙）
 当該事案の避難住民であることを証する書類
 住民票
 障害者手帳等の写し（入居者が該当する場合）

○個別世帯とのやり取りの方法について
 県営住宅又は市営住宅の管理を所管する窓口にて対応
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【検討項目４:入居手続きの方法】

〈県営住宅入居申込書（別紙）〉



【検討項目５:入居期間中の対応方法】
○入居期間中の相談対応の方法について
県営住宅又は市営住宅の設備等に関する相談は管理を所管する窓口にて対応

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【公的住宅】
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【検討項目６:退去手続きの方法】

○必要書類について
 住宅明渡し届（別紙）

○様式案について
 別紙のとおり

○個別世帯とのやり取りの方法について
 県営住宅管理事務所に退去に係る手続き書類を提出
 検査を行い、入居者に故意又は過失による損害がある場合、避難者にその修繕費を請求
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 住 宅 明 渡 し 届 

 

                                   年  月  日 

 

     山 口 県 知 事  様 

     （（指定管理者名）経由） 

 

                                                             県営住宅    棟    号 

                                                   明 渡 者              

                                                   （電話番号：              ） 

 

  次のとおり住宅を明け渡したいので、届け出ます。 

 記 

 明 渡 年 月 日  

 移 転 先  

 用途変更、模様替え 

 増築等の処置 

 

 電気、水道、ガス料 

 金の処置 

 

 最終家賃納入年月日  

 家賃滞納額の有無  

注）１ 明渡届けは、退去する５日前までに必ず提出すること。 

２ 電気、水道、ガス等は、廃止の手続きをとり、退去検査の際には料金の支払 

  領収書を（指定管理者名）の係員に掲示すること。 

 

（第33号様式）

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【公的住宅】

【検討項目６:退去手続きの方法】

住宅明渡し届（別紙）



【課題】
○九州・山口で統一が望ましいこと

 避難住民を、公営住宅の目的外入居として受け入れる取扱い
・家賃及び敷金の免除や徴収について
・提供が必要な家財等について
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律77号）第2条第6号に規定する暴力団員へ
の対応

○国への要望及び確認事項
【要望事項】
迅速な公営住宅での受け入れを実現するために、国による修繕費の支援を要望する。
公営住宅には、照明器具、ガスコンロ、家具（カーテン・網戸等）、家電（電子レンジ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機
等）、寝具が、備え付けられていない。家財等提供を前提とするならば費用負担が必要

【確認事項】
目的外入居の場合、入居許可期間

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【公的住宅】
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◇モデル検討【県職員公舎】



【検討項目１:供与可能数・各戸情報の把握方法】
○県職員公舎の供与可能数・各戸情報の調査方法について

①厚政課は防災危機管理課からの指示に基づき、管財課へ対象地域の県職員公舎の供与可能数を依頼
②管財課は各公舎管理者へ県職員公舎の受け入れ可能な戸数及び各戸情報を依頼
③各公舎管理者は依頼された情報を管財課へ報告（様式:管財１号）
④管財課は各公舎管理者からの報告を取りまとめて厚政課へ報告（様式:管財２号）

※修繕費に係る国負担がないため、原則、修繕なしで使用可能な住戸に限る。

○供与可能な公的住宅の情報整理方法について
 厚政課は、管財課を通じて供与可能である空き住戸の情報を集約。

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【県職員公舎】
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厚政課 管財課 各公舎管理者
（県職員公舎）

①依頼 ②依頼

③報告④報告



【検討項目１:供与可能数・各戸情報の把握方法】
○公的住宅の供与可能数・各戸情報の調査方法について（様式）

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【県職員公舎】
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〈管財1号〉 〈管財２号〉



【検討項目２:入居者の募集方法】
○募集内容について
○県職員公舎
（１）入居対象者 :当該事案の避難住民
（２）提供戸数 :○戸
（３）受付開始 :○年○月○日（○）（受付時間:8時30分から17時15分まで 土・日・祝祭日除く）
（４）入居可能期間 :6カ月
（５）家賃等 :家賃免除。連帯保証人・敷金不要。
（６）その他 :ペット不可 等

◆受付・相談窓口:山口県総務部管財課 施設マネジメント推進班（○○○-○○○-○○○）

○周知方法について

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【県職員公舎】
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・初期の滞在先となる宿泊施設のロビーなどに案内のチラシを設置

・山口県ホームページにて周知
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【検討項目３:入居手続きの方法】

○必要書類について
 行政財産使用許可申請書（別紙）
 当該事案の避難住民であることを証する書類
 住民票

○個別世帯とのやり取りの方法について
 山口県総務部管財課にて対応
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【検討項目３:入居手続きの方法】

〈行政財産使用許可申請書（県職員公舎）（別紙）〉



【検討項目４:入居期間中の対応方法】
○入居期間中の相談対応の方法について
県職員公舎又は県職員公舎の設備等に関する相談は管財課にて対応

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【県職員公舎】
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【検討項目５:退去手続きの方法】

○必要書類について
 行政財産明渡予定届
 行政財産使用廃止届

○様式案について
 別紙のとおり

○個別世帯とのやり取りの方法について
 提供住戸の退去に係る手続き書類を提出
 検査の結果、損傷等がある場合には、避難住民は原状に復旧又は損害を賠償
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中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【県職員公舎】

【検討項目５:退去手続きの方法】

行政財産使用廃止届行政財産明渡予定届



【課題】
○九州・山口で統一が望ましいこと

 避難住民を、行政財産（県職員公舎）の目的外入居として受け入れる取扱い
・公舎使用料の免除や徴収について
・提供が必要な家財等について
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律77号）第2条第6号に規定する暴力団員へ
の対応
・入居許可期間

○国への要望及び確認事項
【要望事項】
迅速な県職員公舎での受け入れを実現するために、国による修繕費の支援を要望する。
県職員公舎には、照明器具、ガスコンロ、家具（カーテン・網戸等）、家電（電子レンジ、冷蔵庫、エアコン、洗濯
機等）、寝具が、備え付けられていない。家財等提供を前提とするならば費用負担が必要

中長期の収容施設の提供に係るモデル検討【県職員公舎】

176



就学再開に関する
検討方針

177

令和７年度中間整理
山口県



２．前提事項

○沖縄県の先島諸島は要避難地域と指定されるものの、九州・山口各県には武力攻撃の危険は及んでおらず、平時の社会経済活動
等が営まれているものとする。
○令和７年度においては、まず、初期的な計画で検討した受入れ市町村の中から、対象となる地域を選定し、児童生徒の受入れ・支
援スキーム等を検討することとし、平行して検討されている中⾧期避難住宅等の状況を踏まえ検討を進める。

○令和７年度においては、まず、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校（小学部・中学部・高等部）について優先的に検討
を進める。

○これまでの自然災害に関する対応等を踏まえ、当面の検討においては、例えば、「避難先地域の学校への転入学」や「避難先地域に
おける避難元学校の教育活動再開」等いずれの可能性も想定しつつ、避難元地域と避難先地域の役割分担等を明確にした上で検
討を進める。

○これまでの自然災害に関する対応等を踏まえ、例えば、児童生徒の受入れについては可能な限り弾力的に取り扱い、速やかに受け入
れを行うこと等について検討する。その際、必ず児童生徒の在籍関係を明確にした上で受入れるなど、児童生徒の不利益とならないよ
う配慮する。

１．就学再開に関する基本的考え方

○児童生徒の就学機会の確保は極めて重要な課題であるとの認識の下、避難後における就学再開のための必要な調整や手続等につ
いて整理する。

○避難元地域との連携・協力体制の構築や児童生徒の受入れ、就学再開の際に必要な支援等を速やかに実行できるよう、これまでの
自然災害時の対応等を参考にしつつ、関係者が協力して検討を進める。

○検討においては、障害のある児童生徒への対応、児童生徒の心のケアや負担など、特別な事情等について配慮する。

就学再開に関する検討方針
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３．モデル検討の対象となる受入れ地域の選定
○「初期的な計画」で検討した受入れ先市町村の中から、モデル検討の対象となる受入れ地域として、山口市を選定する。

○受入れ地域における就学再開に関する担当部署・役割は以下のとおり。

◎モデル検討の対象となる受入れ地域:山口市
※ 「初期的な計画 」 に お け る避難元市町村:石垣市（白保地区）

役 割担当部署

避難先地域・保護者からの相談窓口設置、就学支援、奨学金、通学費援助、教職員の心のケア山口県教育庁教育政策課

オンライン授業等の環境整備山口県教育庁教育情報化推進室

県立学校・社会教育施設の借用、県立学校の学用品の供与山口県教育庁学校運営・施設整備室

県立学校職員の任免、公務災害補償山口県教育庁教職員課

市町立学校の教育課程、学習指導山口県教育庁義務教育課

県立学校の転入学、入学者選抜、県立高等学校等の教育課程、学習指導山口県教育庁高校教育課・
県立高校再編整備推進室

県立特別支援学校の転入学、入学者選抜、県立特別支援学校・市町立の小中学校特別支援学級の教
育課程、学習指導山口県教育庁特別支援教育推進室

家庭教育、コミュニティ・スクール山口県教育庁地域連携推進課

人権教育山口県教育庁人権教育課

児童・生徒の心のケア、スクールカウンセラーの派遣、学校給食、学校の環境衛生山口県教育庁学校安全・体育課

避難元地域と避難先地域の連携、避難住民の避難先地域の学校への転入学、避難先地域におけ
る避難元学校の教育活動再開山口市教委育委員会学校教育課
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【検討項目１:避難元地域と避難先地域との連携】
双方地域の緊密な連携・協力を図る上で整理すべき事項
○避難元地域・避難先地域間において円滑な連絡調整を行うための体制・仕組みの構築
 就学再開に関する県関係部署、県教育委員会、市教育委員会等における担当・連絡先等関係者を一覧化・共有する。

 連絡調整等の総括や総合調整等を行うための体制・仕組みを整備する。

 避難先地域や避難者等個人からの相談・問合せ等に対応するため窓口や専用サイト等の整備など、体制・仕組みを整備する。

 双方地域関係者による意見交換等の場を定期的に開催する。

○避難元地域・避難先地域双方の役割分担の整理
 避難先地域の学校への転入学の場合や、避難先地域における避難元学校の教育活動再開の場合など、個別の対応等に応じて、避難元・避難先双方
の役割分担（各種手続の主体や協力体制等）を明確化する。

 役割分担に関わらず、避難元地域（自治体・教育委員会・学校等）の避難後の状況や不測の事態等を踏まえ、各種手続等における弾力的な対応や
必要な支援等の実施など、臨機応変に対応する。

 障害のある児童生徒の避難先での学びの場の判断や決定については、通常の手続きでは時間を要することを踏まえ、関係者間で十分な共通理解のもと、
弾力的に対応する。

○避難元地域・避難先地域間における児童生徒に関する情報共有
 障害のある児童生徒など、特別な配慮・支援が必要な児童生徒の個人情報や、転入学手続等において必要となる指導要録等の基本情報を適切かつ
円滑に共有できるような情報共有の考え方を整理する。

■救援の実施に当たって必要な情報（避難開始までに整理が望ましい項目）

 避難元地域等の状況等を踏まえ、転入学手続きや学籍関係等における情報共有や事務手続き等について弾力的に対応する。

 障害のある児童・生徒については、指導要録に加え、「個別の教育支援計画」や「個別の指導計画」の情報を整理する。

就学再開における児童生徒の受入・支援等に係る調整・手続

必要な情報校種等

氏名、住所、学年 等 ※指導要録の共有小学生、中学生

氏名、住所、学年、学科、通学形態、全日制・定時制・通信制の別、避難予定地 等 ※指導要録の共有高等学校生

氏名、住所、学年、障害の種類・程度、必要な日常的支援（食事・排泄・服薬等）、医療的ケアの有無、現在の学び場、教育課程 等特別支援学校生



【検討項目２:児童生徒の受入れ】

《避難先地域》《避難元地域》

避難先での就学確保の対象となる児童生徒の確認

避難先での就学再開方針の検討
※例１・例２等を踏まえてどのような対応をとるかの検討
（これまでの自然災害（例））
・一時的に、避難先の学校へ転入学。その後、準備ができた
段階で避難先で、避難元による学校を再開

・避難先の学校を間借りし、避難元による学校を再開 等

避難先自治体への支援依頼・調整内容の検討
（転入学の場合（例））
・受入れ可能学校の調整
・避難元自治体の教職員による協力体制・身分の調整 等

（学校再開の場合（例））
・施設・設備等に関する調整 等

保護者等への就学再開方針の説明
保護者等からの相談対応、相談を踏まえた調整

避難元自治体からの支援依頼を踏まえた対応
（対応の例）
・避難元からの支援依頼を踏まえ、地域の各学校や公共施設、民間事業者
等に対する状況確認の実施
（児童生徒の受入や施設・設備等に関する状況把握等）

・学校や施設等に関する情報を集約し、避難元自治体が就学再開方針を
検討・決定する上で必要となる情報を提供・説明
・避難元における検討・調整等の結果、再度支援依頼があった場合に
おける対応（追加の情報収集・情報提供等） 等

（必要に応じて）
避難元保護者等からの個別の転入学相談等への対応
（対応の例）
・保護者等からの相談等に応じて、地域の学校等に関する情報を提供
・転入学手続き等に関する問い合わせへの対応 等

児童生徒の受入れに係る手続・イメージ図
具体的な手続や手順は、例１（転入学の場合）や例２（学校再開の場合）等の実際の対応に応じて変わり得るが、想定される手続きは以下のとおり
必ずしもここで記載した順序で行うものではないことに留意

（必要に応じて）
保護者等からの相談等への対応

（必要に応じて）
避難元自治体からの相談等への対応
（対応の例）
・避難元自治体からの相談等に応じて、就学再開に向けた検討を行う上で
参考となる地域の学校や施設等に関する基礎的な情報を提供 等

連携・協力

教育委員会、学校、保護者等との必要な手続きの実施
（必要となる手続きの例）
・（転入学の場合（例））転入学時の教育委員会間、学校間、保護者との手続き
・（学校再開の場合（例））施設・設備の借用等に関する契約等の手続き 等

就 学 再 開
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【検討項目２:児童生徒の受入れ】
例２:「避難先地域における避難元学校の教育活動

再開」に係る避難先地域における調整・手続
例１:「避難先地域の学校への転入学」に係る

避難先地域における調整・手続

保護者等からの相談等に応じて、地域の学校等に関する情報を提供する
転入学手続等に関する問い合わせに対応する
保護者等からの問い合わせ窓口を設置し、わかりやすく記載、周知する

避難元自治体からの相談や問い合わせ等に応じて、避難元自治体が転入学に関する
検討等を行う上で、参考となる基本情報等を提供する

先行して受入れ学校候補の調査等を行っている場合は、当該学校に関する基本情報
を提供する

避難元自治体からの支援依頼を踏まえ、地域の学校に対して、受入れ可能性等の状
況を確認するため、受入れ可能人数や、障害のある児童生徒への対応可否、立地等を
含めた基本情報について情報収集を行う

私立学校について情報提供希望があった場合は、関係部署等に情報提供を要請する
受入れ学校候補に関する情報を集約し、避難元地域に提供するとともに、内容等につ
いて説明を行う

障害のある児童生徒の受入れは、障害の種類や程度によって個別具体的な検討が必
要となるため、教員の数や専門性、施設設備の面等から、現実的に受入れ可能か判断
する

受入れ学校及び受入れ人数を特定し、教員や備品、通学手段等の必要な教育環境
整備等を行った上で受入れ準備を行う

転入学時の教育委員会間、学校間、保護者との手続について、これまでの自然災害に
関する対応等を踏まえ、可能な限り弾力的に取扱い、速やかな受入れを行う

学齢簿編製、指導要録作成等の手続について、弾力的に対応する
必ず児童生徒等の在籍関係を明確にした上で受け入れるよう留意する
特別支援学校の児童生徒は、食形態や医療的ケア、スクールバス等の通学支援など、
個別具体的な対応を検討する

避難元自治体からの相談や問い合わせ等に応じて、避難元自治体が教育活動再開に
関する検討等を行う上で、参考となる基本情報等を提供する

先行して受入れ施設候補の調査等を行っている場合は、当該施設に関する基本情報を
提供する

避難元自治体からの支援依頼を踏まえ、地域の施設に対して、受入れ可能性等の状況
を確認するため、受入れ可能人数・施設規模や、設備の状況、利用に関する条件、立地
等を含めた基本情報について情報収集を行う

学校や公民館、社会教育施設等公共施設に加え、民間施設や廃校校舎等を含めた情
報収集を行う

受入れ施設候補に関する情報を集約し、避難元地域に情報提供するともに、内容等に
ついて説明を行う

避難元自治体の学校がオンラインで教育活動を再開する場合、避難先においてオンライン
授業が受講できる環境（教育、通信環境、タブレット、ディスプレイなど必要な機材、受信
側教室でサポートを行う教職員の配置等）の準備を行う

避難元自治体からの要請等を踏まえ、施設所有者・管理者等との交渉や避難先地域住
民への説明等各種調整や手続等における支援・助言を行う

受入れ施設が学校等公共施設の場合における使用許可や借用・契約手続等について
弾力的に対応する

スクールバスや学校給食の手配等に関する地元情報等、地域のネットワーク等を共有する
様々な民間団体からの支援希望がある場合、支援内容の確認や支援の受入れ可否に
ついて検討する
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避難元保護者等からの個別の転入学相談等への対応

避難元自治体からの相談等への対応

避難元自治体からの支援依頼を踏まえた対応

教育委員会、学校、保護者等との必要な手続の実施

避難元自治体の対応方針に関わらず、個別に転入学等を希望する保護者等からの問
い合わせに対応する

保護者等からの問い合わせ窓口を設置し、わかりやすく記載、周知する



児童生徒の受入に当たり勘案するべき事項
○避難期間（当初１か月／１か月を超える場合等）
 避難直後には、避難先収容施設（ホテル等）の近隣施設（学校等）の臨時的な利用等の応急的な対応が予想されることから、これらの実施のために
必要な協力・支援等（利用可能施設紹介等の調整・手続）について、速やかに対応する。

 避難後１か月以降は、居住地が変わることが見込まれることを踏まえ、本格的な就学再開を速やかに行うことができるよう、避難元地域に対する協力や支
援等について検討を進める。

 避難先にある高等学校等の教室を借りて、避難児童生徒がオンラインで避難元地域の学校の教育活動に参加する場合、その間の管理責任や事故があっ
た場合の保険の支払いは誰が負うのか等を検討する。

○居住地（避難先収容施設）との関係
 就学の再開に際しては、居住地との関係を踏まえることが必要不可欠であり、転入学・学校再開いずれの場合においても、まず最初に、居住地を特定した
上で、通学区域や通学方法等を勘案しつつ、受入れ可能な学校・施設等について検討していく必要がある。

 現時点では、避難当初の収容施設（ホテル等）の後の中⾧期収容施設等（住宅、要配慮者の受入れ施設等）が未確定であるため、中⾧期収容施
設等に関する検討状況等を踏まえ、今後検討を進める必要がある。

※避難期間や居住地等を想定した受入計画の概略（例・イメージ）
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避難後１か月以降避難後１か月間区 分

避難元地域と避難先地域との連携

避難先収容施設
（ホテル等）に居住
する期間の教育活動

短期・中⾧期で
居住地が大きく
変わる場合 中⾧期収容施設

以降後の期間
の教育活動

中⾧期収容施設
以降後の期間
の教育活動

短期・中⾧期で
居住地があまり
変わらない場合

就学再開の際に必要な児童生徒
への支援

避難後、速やかな教
育活動を再開
するための協力・
支援等を実施

避難先地域への転入学
転入学に関する避難元地域からの要請を踏まえ、
受入先学校候補の調査を実施し、情報を提供
受入手続においては、弾力的・速やかに対応

避難元地域による学校再開
学校再開に関する避難元地域からの要請を踏まえ、
受入先施設候補の調査を実施し、情報を提供
学校再開手続等について、可能な限り協力・支援

転入学
の場合

学校再開
の場合

速やかに連携・協力
体制を整備、相談
や問合せ等に対応

避難後の状況や
要請等を踏まえ
速やかに対応

●避難元地域との連絡・調整等連携・協力体制構築
●役割分担整理 ●児童生徒に関する情報共有 など

●学用品（教科書含む）の給与 ●スクールバス等による通学支援 ●学校給食の提供 ●オンライン教育環境の整備
●障害のある児童生徒への配慮（学校で日常生活を送ることができる環境の提供、障害に応じた個別の給食の提供、医療的ケアの実施 等）
●家計が急変した児童生徒に対する就学支援 ●心のケアや学習支援等の教職員加配 ●スクールカウンセラーによる支援 など

避難元地域との意見交換や相談対応、情報共有等を継続

本格的な就学再開
までの応急的な対応等
を実施

※途中で対応が変更
となる場合も想定

避難後、速やかな
教育活動を再開す
るための協力・支援
等を実施

本格的な就学再開までの応急的な対応等を実施
（利用可能な施設やオンラインを活用した教育活動の実施など）

速やかに、避難先地域への転入学・学校再開を実施

【検討項目２:児童生徒の受入れ】



【検討項目３:児童生徒への支援に当たり留意するべき事項】

国民保護法における救援及び過去の自然災害の際における支援、調整・手続等を踏まえて必要な事項
○児童生徒・教職員の心のケア、負担等への配慮に関する調整・手続
 避難先地域の学校への転入学の場合における児童生徒に対する心のケア、負担等への配慮に関する対応として、スクールカウンセラーの配置等による心の
ケアやスクールバス等による通学支援、家計が急変した世帯への経済的支援等の対応を行う。

 避難先地域において教育活動を再開した避難元学校が実施する児童生徒の心のケア等に係る協力・支援として、避難元学校からの要請等を踏まえ、ス
クールカウンセラーの配置やスクールバス等による通学支援等各種手続等に関する支援・助言、情報提供や、避難先地域の医療機関の紹介など、地域の
情報等を共有する。

 避難元学校の教職員に対する健康管理（健康診断、心のケア等）、衛生管理等について、避難元地域の福利厚生部門からの要請等を踏まえ、支援・
援助、情報提供等について検討を行う。

○学校種に応じた配慮事項
 高等学校の転入学に関しては、義務教育とは異なり、修得した単位に応じて相当学年に転入することができることや、専門高校の場合、実習室等の不足
も考えられることなどを踏まえ、調整・手順についての検討を進める。

 避難元地域の高等学校は石垣市、宮古島市にあるため、避難先が複数県・複数市に分散することも踏まえ検討を進める。
 特別支援学校は障害の種類や程度が様々で、必要な支援・配慮は多岐にわたることが予想されるため、教員数や専門性などを踏まえ検討を進める。

○進級、進学、卒業等における配慮
 児童生徒の各学年の課程の修了または卒業の認定等に当たっては、弾力的に対応し、進級、卒業等に不利益が生じないよう配慮する。
 卒業年次の高校生等については、大学等への進学に際して利用できる経済的支援を周知するなど、必要な配慮について検討を進める。
 障害のある生徒の高等部卒業後については、福祉・就労関係の機関と十分に連携する。
 障害のある児童生徒の学びの場は、小・中学校の通常の学級や特別支援学級、特別支援学校と複数にまたがるとともに、通常の学級に在籍しながら通
級による指導を受ける児童生徒もいるため、県教委と市教委が十分に連携する。

 沖縄県での就職を希望する生徒に対して、求人開拓や就職情報の共有等、両県の学校間で連携できる仕組みの検討を進める。

○設置者・学校種等に応じて今後整理するべき事項（私立学校についての整理）
 本検討における基本的な調整・手続は、公立学校を想定して整理しているが、例えば、避難元地域の私立学校についての対応や、避難先地域において
私立学校を希望する保護者や児童生徒への対応についても想定しつつ、今後検討を進める。

○設置者・学校種等に応じて今後整理するべき事項（就学前施設についての整理）
 幼稚園や認定こども園、保育所等就学前施設に関しては、本年度の検討成果等を踏まえた上で、今後検討を進める。 184



【検討項目４:課題・留意点等の把握】
モデル検討の各事項等における実行上の課題や留意点等の把握
○受入れ県・市町村の担当部署等に対する意見聴取等による児童生徒の受入れや就学支援等に関する
課題・留意点等の整理

 就学再開における児童生徒の受入れ・支援等に係る調整・手続きの各検討項目について、実際に対応する上で想定される課題や、その対応方策、留意
点等について、県教育庁及び「モデル検討の対象となる受入れ地域」の山口市教育委員会に対して、意見照会を実施。

○意見聴取結果

就学再開における児童生徒の受入・支援等に係る課題等
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課題 や 留意点等区 分

・手続きや対応のフロー等を作成し、保護者等が情報を取得できるよう県教委のウェブサイトに掲載することが必要。
・児童生徒の個人情報（氏名・生年月日・住民登録地等）や学籍情報（学年等）の確認方法の検討が必要。
・障害のある児童生徒は、受入先の決定にあたり必要となる情報や、受入先で行う支援の参考となる情報をどのように共有・審議していくのか検討が必要。

避難元地域と避難先地域との
連携

・避難元自治体からの相談等については、居住地等も含めた包括的な支援が必要であり、避難先自治体において各部局が連携して情報を集約し提供
することが必要。
・通学可能範囲の高校に避難元学校と同じ学科が設置されていないことが考えられるため、対応の検討が必要。
・特別支援学校の児童生徒の支援や対応に必要となる情報をどのように共有するのか検討が必要。
・スクールカウンセラーの確保、配置に係る旅費や報酬等の負担者の検討が必要。
・就学援助（医療費・学校給食費）の認定基準には、武力による要避難に該当する項目がないため、認定基準の見直しが必要。

避難先地域の
学校への転入学

児童生徒
の受入

・教育環境整備を行う際に必要となる費用はどこが負担するか検討が必要。
・民間施設を利用する際の使用料や廃校舎を利用する際の整備費用、オンライン授業の整備費用はどこが負担するか検討が必要。
・避難先地域の学校に転入学した生徒が、避難元学校の教育活動再開に伴い、避難元学校の教育活動に参加することとなる場合など、様々なケース
を想定して転入学に係る対応の検討が必要。

避難先地域
における
避難元学校の
教育活動再開

・授業の進度や教材等の違いに留意することが必要。
・居住地と学校の位置関係によっては、遠距離通学に係る補助等の費用負担者について検討が必要。
・特別支援学校の児童生徒に対する支援を行う上で必要となる、障害に関する情報や避難元で行われていた支援内容の共有方法の検討が必要。
・特別支援学校は、避難者の障害等に基づく支援状況によって受入れ校が決定し、その学校の対応方針に沿って医師の診断等も踏まえて個別対応す
るため、避難元の学校の個別対応状況を共有し、保護者と綿密に打ち合わせることが必要。
・学校給食について、既存の調理場からの配送に係る調整や、必要物資の手配等、市の学校給食運営状況の情報を得ながら実施に向けた検討が必
要。
・就職慣行の違い（例:山口県一人一社制、沖縄県一人三社制）について対応方法の検討が必要。

児童生徒への支援に当たり
留意するべき事項

・進級や卒業等に不利益が生じないよう、弾力的な対応について、国の方針が示されることが必要。上記以外（自由意見含む）



【検討項目５:課題・留意点等の検証・分析】
就学再開に関する課題・留意点等の検証・分析及び次年度の検討に向けた課題等の整理

○意見聴取結果等を踏まえた次年度の検討に向けた課題等の整理

課題の解決方策や調整・手続に係る改善方策次年度の検討に向けた課題等

・避難元児童生徒や教職員等の個人情報や学籍情報など、必要な情報を迅速に共有する方策を検討
・手続きや対応のフロー等を整理し、保護者等が迅速に情報を得るための方策を検討
・授業の進度や教材の違い、就職慣行の違いなど、避難元地域と必要な情報を共有し、弾力的な対応を検討

情報の共有

・児童生徒の受入れや支援に係る費用負担について、国において方針を検討費用負担

・転入学等に係る手続き等の洗い出し、簡素化の検討
・進級や進学、卒業等に不利益が生じないよう、国において弾力的な対応を検討

転入学等に係る手続き等の弾力的な
対応

・受入候補施設の確保や、施設整備、オンライン授業の整備、費用負担に関する対応を検討学校再開に係る受入候補施設の確保

・児童生徒だけでなく、教職員への健康管理（心のケア等）に必要な対応を検討心のケア等の支援
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【検討項目５:課題・留意点等の検証・分析】
就学再開に関する課題・留意点等の検証・分析及び次年度の検討に向けた課題等の整理

○検証・分析における参考データ①:避難元地域の学校数・児童生徒数・教員数
《 市町村立小学校・中学校 》
 小学校は、「初期的な計画」における受入先市町村に対応する避難元市町村・コミュニティ（小学校区等）を参考に記載。
 中学校は、上記の小学校区との関係を踏まえ、受入先市町村に対応する避難元市町村・コミュニティ（中学校区等）を想定し記載。
 一部、避難先が分散する小学校・中学校も存在するが、現時点では、当該学校の生徒数について、受入先市町村毎の詳細情報（内数）が確認できな
いため、暫定的に学校全体の総数を記載（他の受入先市町村と生徒数が重複するため、全ての児童生徒が受入対象ではないことに留意）。

 教員については、勤務地学区内に居住しているとは限らないため、実際の受入先市町村が異なる可能性があることに留意。

（※）全日制高校に併設されている定時制課程も１校としてカウント」 187

中学校小学校避難元
市町村

初期的な計画
における

受入先市町村 備考教員数生徒数学校数備考教員数児童数学校数

34784351594

石垣市

山口市

375421253791下関市

669662271413宇部市

1223126483防府市

1228114452山陽小野田市

特別支援学校高等学校避難元
市町村

初期的な計画
における

受入先市町村 備考教員数児童生徒数学校数備考教員数生徒数学校数

左記の児童生徒数等
のうちの一定数につい
て受入可能性あり

53
63

（幼1/小15/中16
/高31）

１
左記の生徒数等のうち
の一定数について受入
可能性あり

1541,459４（※）石垣市

山口市

下関市

宇部市

防府市

山陽小野田市

《 県立高等学校・特別支援学校 》
 高等学校及び特別支援学校は、「初期的な計画」における受入先市町村に対応する避難元市（石垣市）に所在する学校について記載。
 当該学校のうちの一定数について受け入れる可能性があるが、現時点では、当該学校の児童生徒数・教員数について、受入先市町村毎の詳細情報
（内数）が確認できないため、暫定的に学校全体の総数を記載（他の受入先市町村と生徒数・教員数が重複するため、全ての児童生徒・教員が受
入対象ではないことに留意）。



【検討項目５:課題・留意点等の検証・分析】
就学再開に関する課題・留意点等の検証・分析及び次年度の検討に向けた課題等の整理

○検証・分析における参考データ②:県内受入れ先市町村に所在する学校数
 「初期的な計画」における受入れ先市町村に所在する小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の数は以下の通り。

実際の受入れにおいては、各学校の実状や避難元地域の意向、児童生徒の居住地・通学区域（学校区）等、様々な条件を踏まえた上
での調整が必要となるため、全ての学校が受入対象ではないことに留意する必要がある。
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特別支援学校高等学校中学校小学校区 分

1校
（小1、中1、高1）ー1校1校国立

山口市

3校（うち分校1）
（幼1、小3、中3、高2）5校18校（分校1）31校公立

ー3校1校ー私立

4校
（幼1、小4、中4、高3）8校20校32校合計

（令和７年５月１日現在）
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● 国民保護基本指針等に定めるとおり、職業紹介等の雇用対策の中心は厚生労働省であり、都道府県は厚生労働省
の施策、措置に協力し、被災地域等の実情に応じた雇用確保等を実施する役割であることから、令和７年度にお
ける九州・山口各県における避難住民の方々の就労支援の検討は、避難先地域の自治体と都道府県労働局とが協
力して行う。

● 令和７年度の山口県における就労支援の検討については、「避難住民や避難先地域の実情に応じた雇用確保」に
主眼を置き、石垣市で就業している方々の職業等を考慮するとともに、山口県の避難先地域の労働市場、就労支
援等の状況を踏まえた上で、避難先地域の自治体と山口労働局における平素からの連携、協力といった仕組みを
活用した体制等を整理するほか、就労をはじめ多岐にわたる労働関連の相談窓口の設置や雇用吸収ができないと
予想される分野、避難により生じる雇用機会に対して、避難先地域の自治体と山口労働局との間で準備できるこ
とについて検討していく。

就労支援の
検討に係る
基本的な
考え方

就労支援の検討方針

 避難元の石垣市から避難先の山口県に約12,600人の住民が避難する。

 避難先の山口県では、通常の社会経済活動が行われているものとする。

 職業紹介をはじめ就労支援は、国が主体となる業務が多く、国（山口労働局）と県との役割を明確にした上での
検討を行う。

 石垣市の就業者数と山口県内のハローワーク等関連施設の情報等から、実態把握と課題の抽出等を行うほか、本
想定時における総合的な労働相談窓口の設置可否検討の材料とする。

 個別のマッチングによるコミュニティ配慮、中⾧期の収容住宅の提供、就学再開との整合性までは検討しないが、
避難住民が山口県において就労できるよう支援する。

 障害者、高齢者、母子・父子家庭の就労支援に配慮する。

 費用負担は、これまでの自然災害に関する対応も参考に、政府において引き続き検討する。

前提事項
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就労支援のフロー
）

就労支援の
フロー

避難開始
避難元住民が
避難先に避難

要避難地域の決定
受入れ自治体の決定

総合的な労働相談
窓口の設置 支援継続

⑨通常業務
を通じた
支援継続

⑧総合的な
労働相談
窓口

<縮小移転>

⑦必要に応
じ機能の
追加

⑥総合的な
労働相談
窓口
<設置>

⑤総合的な
労働相談
窓口
<準備>

④避難住民
への各種
支援措置
の検討

③総合的な
労働相談
窓口
<検討>

②実態把握①避難開始

通常の施設、
人員での支
援を継続

相談者数等
の状況に応
じ、総合的
な労働相談
窓口の縮小

避難住民
（相談者）
の状況や要
望から機能
の追加等を
判断

人員、資機
材等を確保
して設置

広報・周知

④を反映し
て③を具体
化

各種就労支
援策を検討

②を基に設
置可否、設
置数、付す
る機能、設
置時期の目
安等を検討

必要人員、
資機材等に
係る調整

受入れ数、
受入れ市町、
避難住民の
就業者数の
把握

平時に構築
した体制を
基に、支援
準備を開始
し、県等に
連絡国

山口労働局

通常の施設、
人員での支
援を継続

相談者数等
の状況に応
じ、総合的
な労働相談
窓口の縮小

避難住民
（相談者）
の状況や要
望から機能
の追加等を
判断

県の取組に
必要な人員、
資機材等の
確保

広報・周知

国の設置準
備に協力

各種就労支
援策を検討

②を基にし
た国の検討
を受けて必
要に応じ候
補を選定

県として付
する機能に
係る関係部
局等と調整

受入れ数、
受入れ市町、
避難住民の
就業者数の
把握

平時に構築
した体制を
基に、支援
準備の開始

県

山口県雇用対策推進協定を中心に置いた国民保護事案時の就労支援の体制や手順等を確認（通常業務や山口
県雇用対策推進協定運営協議会等の機会を活用）

平時の準備
（体制づく
り）

実態把握を踏まえた就労支援等

避難住民の
就業者数の
把握・分析

避難住民の
就業者数の
把握・分析

医療・福祉分野
におけるマッチ
ング支援

取組事業（担い
手支援施策等）
の活用検討

避難住民の状況
や要望を踏まえ
た支援

避難住民の状況
や要望を踏まえ
た支援
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受入れ市町・
人数とハロー
ワーク等関連
施設の分布状
況の把握

統計資料の
突合による
実態把握と
課題の抽出

実態把握による課題の抽出案

石垣市の職業別就業者数（令和２年国勢調査住民ベースを按分）

113人管理的職業従事者

724人専門的・技術的職業従事者

814人事務従事者

429人販売従事者

869人サービス職業従事者

166人保安職業従事者

380人農林漁業従事者

360人生産行程従事者

193人輸送・機械運転従事者

248人建設・採掘従事者

371人運搬・清掃・包装等従事者

222人分類不能の職業

4,889人合計

５市の月間有効求人数（R7.9）

23人

3,578人

1,387人

1,645人

3,080人

445人

82人

1,514人

1,081人

1,155人

1,463人

0人

15,453人

突 合 課題の抽出

ハローワーク等関連施設

山口労働局を含む５箇所

下関市：ハローワーク下関１箇所

宇部市：ハローワーク宇部１箇所

山口市：ハローワーク山口１箇所

防府市：ハローワーク防府１箇所

山陽小野田市：ハローワーク宇部１箇所

受入れ市町以外の県内施設５箇所

総合的な労働相
談窓口の設置検
討資料として活
用

突 合
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受入れ市町と受入れ人数避難元自治体

3,782下関市石垣小(石垣・大川地区)

459名蔵小

1,751宇部市宮良小

2,224

山口市

石垣小（新川地区）
189富野小

1,573白保小
122崎枝小
106大本小
678川平小
429

防府市

伊野田小
113平久保小
266明石小
385野底小
262山陽小野田市吉原小
272川原小

12,611５市合計



・「初期的な計画」で検討した受入れ市町の中から、モデル検討の対象となる受入れ地域として、
山口市を選定する。

モデル市町の
選定（関係者
の整理）

・受入れ地域における就労支援に関する担当部署・役割は以下のとおり。

モデル検討の対象となる受入れ地域の選定
）

モデル検討の対象となる受入れ地域 山口市（※避難元の市町村：石垣市）

役割担当部署

情報提供・広報体制の整備、ハローワークの窓口機能
の維持と人員再配置総務課

国
（山口労働局）

情報収集・分析、就労支援情報の周知、関係部署との
連絡調整職業安定課

雇用調整助成金等に関する総合相談職業対策課（助成金センター）

受入れ地域（山口市）における就労支援の実働の中核ハローワーク山口

労働関係・労災保険給付に関する相談山口労働基準監督署

労働問題をワンストップで相談総合労働相談コーナー

県内の支援体制構築に向けた総合調整
県における就労支援体制の調整、関係機関・関係部署
との連絡調整（人員調整含む）、情報収集・伝達、就
労支援の周知

労働政策課山口県

市内の支援体制構築に向けた総合調整
山口市における就労相談の受付、各種専門機関の紹介、
就労支援の周知、就労支援関係部署との連絡調整

ふるさと産業振興課山口市

193
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体制づくりに係る検討内容案
）

・非常時にのみ設置し連携して該当都道府県全域にわたる就労支援を展開する性質上、平時からの
連携強化や非常時に取り得る活動等の確認は必須である。

・山口労働局と山口県とは雇用対策協定を締結しており、非常時における就労支援に関しても一
層役割分担を明確しておくことが肝要である。

・雇用対策協定に基づく運営協議会等の機会を有効活用しての連携強化と非常時に取り得る活動等
の確認を図っていく。

・また、非常時における運営協議会をはじめとした関係者への連絡方法等は対面、メール等を用い
て確立する。
・国（山口労働局）及び県等は、それぞれ関係部局等に対して本取組の周知を図る。

平時の協力
体制の活用

・国（山口労働局）が主体となり県等と連携を図って就労支援を行う。
・県は国（山口労働局）が行う就労支援に協力するほか、県独自の就労支援にも並行して取り

組む。
体制の性質

・避難元都道府県に対し、九州・山口各県を避難先地域と指定した「避難措置の指示」の発令を契
機とする。立ち上がりの

時期
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体制づくりに係る検討内容案
）

・山口県雇用対策推進協定運営協議会を中心としたメンバー等（山口市）

・平時から、通常業務や山口県雇用対策推進協定運営協議会の機会を通じ、国民保護事案発生時の
就労支援の体制や手順の確認を行う。

メンバー等

本体制が就労
支援で果たそ
うとする役割

・救援の指示発令直後に受入れ数、受入れ市町を把握するほか、避難先住民のうちの就業者数の
概数等を統計資料等から分析して国、県や市等で共有し、課題を抽出する。

・実態把握は断絶させることなく、避難住民の需要を把握してその解決を図る。

実態把握①
就労支援に係る事前準
備のための実態把握

・設置の必要性の判断
・設置場所、設置数、付する機能、縮小・移転等の時期の判断
・総合的な労働相談窓口に適した施設の選定

総合的な労働相談窓口
の設置

・応援職員の派遣調整（国・県）、全国からの応援職員の派遣申請等（国）
・就労支援活動に必要な資機材の検討及び調整人員等の確保

・統計資料等の傾向から事前に準備しておく就労支援の検討
・総合的な労働相談窓口における実態把握を基にした就労支援の検討

実態把握②
避難住民の状況や要望
を踏まえた就労支援の
ための実態把握

雇用環境・均等室
監督課
総務課
ハローワーク山口
山口労働基準監督署

監督課

職業安定課
職業対策課

職業安定部 県労働政策課

雇用環境・均等室

県男女共同参画課
山口市ふるさと産業振興課
県労働政策課

職業安定課 県産業人材課
職業対策課
訓練課

雇用対策運営協議会
山口労働局 県（受入れ市も参加）雇用対策協定
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総合的な労働相談窓口等のイメージ
）

⃝ 避難者からの労働に関する相談について、ニーズに応じて的確に対応するため、①総合的な労働
相談窓口、②特別労働相談窓口の設置を検討する。

①総合的な労働相談窓口：
（想定される対象者）

労働に関する問題を抱えているが、どこに相談したらいいのか分からない方
（有する機能）

相談者の抱えている問題を丁寧に聞き取り、問題を切り分けて問題ごとに適切な相談窓口を整理
し教示すること

②特別労働相談窓口：
（想定される相談者）

自身の抱えている労働に関する問題について、どこに相談すればいいのか分かっている方
※ 総合的な労働相談窓口を経由して案内される方もいれば、総合的な労働相談窓口を経由せ

ず直接利用する方もいる想定
（有する機能）

相談者の抱えている問題を解決するため、専門的な支援を実施すること
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総合的な労働相談窓口等のイメージ
）

繋ぎ・案内

連携

総合的な労働相談窓口

追加設置
を判断

避難住民

平時の相談者

避難住民以外の相談者
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の流れ

山口労働局

山口労働局

ハローワーク等 山口県 無料職業紹介事業

無料職業紹介事業山口県
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連携
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総合的な労働相談窓口等に係る検討内容案
）

労働局等の既
存関連施設で
の運営可能性 ハローワーク山口（山口県山口市神田町１－７５） 担当区域：山口市

人員の調整等交通利便性１日に対応可能な
相談者の概数

相談対応に専従可
能な職員

相談対応が可能なス
ペース等

受入れ数

必要・ＪＲ湯田温泉駅
から徒歩約25分
・バス停（総合庁
舎前・朝倉中央）
から徒歩約３分

１人当たり約60分
と想定して、
７～14人

１～２人通常窓口および
ハローワーク山口の
隣の貸会議室（防⾧
青年館）
大ホール：100～200人程度
中ホール：50～100人程度

山口市で
約2,600人を受入れ
（うち約1,500人の
来所見込）
※石垣市の生産年齢人口の
概算

・ハローワーク山口においては、近隣の貸会議室を活用し、避難住民向けに集合形式で初回相談・受付を
実施する。
・集合形式での対応後は、必要に応じて応援派遣職員を配置し通常業務と導線を分離した対応を継続し、
段階的に平準化を図る。

特別労働相談
窓口を設置す
る判断

山口労働局（山口県山口市中河原町６－１６ 山口地方合同庁舎２号館） 担当区域：山口県全域

人員の調整等交通利便性１日に対応可能な
相談者の概数

相談対応に専従可
能な職員

相談対応が可能なス
ペース等

受入れ数

必要・ＪＲ山口駅から
徒歩約12分
・バス停（山口西
京橋・美術館前）
から徒歩約２分

１人当たり15分と
想定して、
30～60人

電話対応：
１人～２人

電話対応：
雇用環境・均等室

山口県全域で
石垣市から約
12,600人を受入
れ

・山口労働局においては、避難住民を必要な支援に迅速に繋ぐため、先ずは避難施設やSNS等により特別
労働相談窓口を周知することとし、さらに、電話による一次対応として、就労相談や雇用保険手続の案内
等を行うことを検討している。総合的な労働相談窓口では、電話による相談が中心と見込まれるところ、
基本的には電話による対応とする旨を事前周知することで雇用環境・均等室での運営が可能であると思わ
れる。
・また、避難住民の利便性も考慮し、ＫＤＤＩ維新ホールへの設置も検討する。

総合的な労働
相談窓口を設
置する判断
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総合的な労働相談窓口等に係る検討内容案
）

【総合的な労働相談窓口（雇用環境・均等室）】
・労働局（雇用環境・均等室）においては、労働局に寄せられる電話相談への一次対応を実施する。
・事務室内での対面相談が困難であるため、電話対応を中心とした最小限の人員で体制を整えるが、
問い合わせが増加した場合には、局内の体制見直しや追加的な応援配置を検討し、必要な人員を確
保する。

【総合的な労働相談窓口】
・ＫＤＤＩ維新ホールに設置する窓口は、原則として取次を中心とした簡易な窓口として運営し、
１人体制を基本とする。
・相談の専門的判断を行わないことから、常駐職員 1 名を安定的に配置すれば対応が可能である。
・当該窓口は県の窓口と併設される予定であり、必要に応じて相互に協力しながら住民対応を行え
る体制が見込まれる。繁忙時においても、業務内容が取次・案内に限定されていることから、原則
として追加的な職員配置を前提としないこととする。

【特別労働相談窓口（ハローワーク山口）】
・ハローワーク山口においては、避難住民に対する初回相談・受付を集合形式で実施することから、
可能な限り多くの人員を確保する必要がある。
・受入れ市町を担当しない周辺ハローワークの職員を、繁忙が見込まれる窓口へ柔軟に応援派遣で
きるよう、派遣手順および調整方法をあらかじめ整理しておく。
・相談件数が増大し、県内の応援のみでは対応が困難となる場合には、全国からの応援職員の派遣
を要請する。

人員の確保
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総合的な労働相談窓口等に係る検討内容案
）

労働局雇用環境・均等室への設置も検討する。

施設の条件

第２ 総合的な労働相談窓口に適した施設の検討

ＫＤＤＩ維新ホール（山口県山口市小郡令和一丁目１番１号）総合的な労働相談窓口の候
補施設

総収容人数約2,600人 メインホール１/会議室12室・収容数

施設付属の机、椅子を使用・備品（机・椅子等）

あり・通信設備

あり・空調（冷暖房） など

山口市役所から約16キロに位置し、JR新山口駅から徒歩３分（直結）であり、交通利便性
は良い。

また、同施設から約半径15キロ圏内に、予定している避難住民の宿泊施設（ホテル等）の
ほとんどが所在している。

交通利便性

山口県で想定している避難先連絡所はＫＤＤＩ維新ホールであり、上記総合的な労働相談
窓口の候補施設と同一である。避難先連絡所への併設

労働局（雇用環境・均等室）に加え、避難住民への利便性を考慮し、ＫＤＤＩ維新ホール
での運用を検討している。複数設置の必要性
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総合的な労働相談窓口等に係る検討内容案
）

※国（山口労働局）は、各種労働関連の相談窓口等といった総合的な労働相談窓口に付する機能を検討する。
※県は、職業紹介のほか、県として総合的な労働相談窓口に付する機能を検討する。

付する機能

人員・資機材
の調整

第３ 総合的な労働相談窓口に付する機能、県職員等の応援派遣調整、資機材の調整

※国（山口労働局）の記載例は、前述の「人員の確保」に同じ（国）

人員の調整
・県の関係部局や受入れ市町の関係部局から、総合的な労働相談窓口やハローワーク等に

応援職員を派遣して、国と連携して県や市が担当する就労支援業務を担わせる。
・業務継続を避難住民の就労等相談対応専従職員等の指名
・受入れ市町以外の自治体からの応援職員の派遣を検討

（県）

―（国）
資機材の調整 ・総合的な労働相談窓口等で使用する資機材の検討

・会場付属の設備以外の業務に関連する資機材を持ち込む。（県）

山口県

繋げる支援機関想定される相談事項

・山口しごとセンター
・やまぐち農林振興公社
・山口県漁業就業者確保

育成センター
・山口県ナースセンター

・就職に関する相談
・合同就職説明会等の実施
・関係部局との連携

・障害者就業・生活支援
センター

・山口県母子・父子福祉
センター

・山口県福祉人材センター

・障害者等の就職に関する
相談

・関係部局との連携

・山口県労働委員会・労働問題に関する相談等
・情報提供 等

国（山口労働局）

繋げる支援機関想定される相談事項

・労働局
（総合労働相談コーナー）

・労働問題に関する相談
・相談先がわからない労働

関係の相談

・ハローワーク山口

・労働局
（助成金センター）

・就職に関する相談
・雇用保険に関する相談
・各種助成金に関する相談

・労働基準監督署・労働関係に関する相談
・労災保険に関する相談等

連携

国（労働局）の支援機関と県の支援機関の情報（支援
内容、所在地、連絡先等）をお互いで共有することに
より、総合的な労働相談窓口における避難住民の相談
を適切な支援に繋ぐ機能を整備する。
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総合的な労働相談窓口等に係る検討内容案
）

付する機能

第４ 特別労働相談窓口に付する機能

国（山口労働局）

職業相談・紹介
・職業相談
・求人情報の提供・紹介
・合同就職面接会の実施（県と共同開催）
・医療・福祉分野のマッチング支援

配慮を要する方への就労支援（障害者・高齢者・母子家庭の母等）
・障害のある方に対する専門相談
・障害特性に配慮した求人情報の提供
・関係支援機関との連携支援の案内
・高齢者の再就職支援に関する相談
・ひとり親家庭の母等に対する就労相談
・子育てと両立可能な求人情報の提供

職業訓練
・公共職業訓練に関する相談
・職業訓練の情報提供
・訓練受講中の生活支援制度に関する案内

労働関係の各種相談対応
・雇用保険（失業等給付）に関する相談
・雇用調整助成金等に関する相談
・労働保険に関する相談
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総合的な労働相談窓口等に係る検討内容案
）

設置時期等

・避難措置の指示の発令に伴い、設置の可否を確認し、設置となる場合に備えて準備を開始
する。
・必要に応じてＫＤＤＩ維新ホールに案内・取次専用の総合的な労働相談窓口の設置を検討
する。
・設置となった場合は、人員等の確保状況を踏まえ可能な範囲で速やかに開始する。

設置時期

◇山口労働局
問い合わせ件数の減少や臨時対応の収束を踏まえ、段階的に縮小・移転し、通常体制へ移

行する。
・縮小・移転する場合は周知を徹底する。
・応援派遣人員の縮小、解除などの判断・申請

労働局所属職員の応援派遣縮小、解除の判断とその手順を整理する。
全国からの応援派遣職員の縮小、解除の申請やその手順を整理する。

縮小・移転時期

◇県
・都道府県労働局の措置に応じた応援派遣人員の縮小、解除

県関係部局の応援派遣縮小、解除の判断とその手順を整理する。
・縮小・移転する場合の周知方法の検討と事前周知の徹底

第６ 総合的な労働相談窓口の周知方法の検討

第５ 設置時期等

・山口労働局と県、市町が共同して総合的な労働相談窓口の周知にあたり、設置前、設置中、縮
小・移転前、縮小・移転後などの節目を捉えた効果的な広報を行う。
・周知・広報の方法

公式ホームページ、自治体広報紙の活用
避難住民の宿泊施設での広報（チラシの各戸配布、説明会の実施）
プレスリリース（情報ツール（新聞、インターネット等）の活用）
協力的な事業者との連携強化及び新規開拓

周知の方法
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実態把握を踏まえた就労支援等に係る検討内容案
）

【医療・福祉分野におけるマッチング支援】
要配慮者の収容状況や避難先のニーズ等を把握し、実態に応じて医療・福祉分野

における就職支援を行うもの。
マッチング支援の一例）県と労働局が協働し、就職フェアなどのイベント開催等

避難元地域の要配慮者
への支援（つきそい、
訪問などの支援）状況
等を踏まえた医療・福
祉分野のマッチング
支援

統計資料の
傾向等から
事前に準備
しておく
就労支援の
検討

避難住民の
状況や要望
を踏まえた
就労支援等

要配慮者の収容状況や避難先のニーズ等を把握し、実態に応じて医療・福祉分野
における就職支援を行うもの。

マッチング支援の一例）労働局と県が協働した就職フェアなどのイベント開催等

【担い手施策（農業・林業・漁業）の活用可否】
山口県農林水産部において、高齢化や人手不足が深刻化している担い手の確保・

育成対策を強化するため、成⾧を支える多様な人材や中核経営体の確保・育成を図
る施策を実施している。本県は、石垣市民47,637人のうち12,611人（全体の26%）の
住民を受け入れる想定であり、石垣市全体の農業林業漁業従事者約2,100人（令和２
年国勢調査）のうち、26％にあたる555人を受け入れたと仮定すると、本県の農業林
業漁業に係る令和７年４月の有効求人数は187件であり、単純比較で368件が不足す
ることになる。

先島５市町村からの避難住民を受け入れる際は、募集人員の拡大を視野に関係各
部と調整を図るほか、山口労働局との連携を密に農林業就業者への支援を拡充する
必要がある。

避難先地域における
取組事業の活用

【移住施策の活用可否】
山口県では、総合企画部中山間・地域振興課等において、移住施策を推進してい

る。ただし、現状、東京都内居住者等からの移住を想定しており、先島５市町村か
らの避難住民に対応していないため、非常時における同施策の柔軟な活用について
中山間・地域振興課を含めた関係各部と調整していく。

【農林振興公社や漁業就業者確保育成センター等との連携】
公益財団法人やまぐち農林振興公社（防府市）、山口県漁業就業者確保育成セン

ター（山口市）等と連携し、第一次産業における求人の拡大を目指すほか、これら
の団体は、県の担い手施策と密接な関係があることから、より一層、協力体制を強
化していく。

【無料職業紹介事業の活用・連携】
山口県には、現在、49の無料職業紹介事業所があり、そのうち自治体が事業主で

あるものが7事業所、団体等が事業主であるものが42事業所である。これらの中には
農業、医療などの求人もある。避難住民の雇用機会の創出のため連携する必要があ
る。
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実態把握を踏まえた就労支援等に係る検討内容案
）

・雇用対策協定に基づく運営協議会等の仕組みを用いた国（山口労働局）と県
との初期的な情報共有のほか、相談窓口等で把握した避難住民の実態、需要等
について、国（山口労働局）は確実に把握した上で、それを県等と共有し、
有効な就労支援活動を展開する必要がある。
また、県が相談窓口等で把握した情報についても同様である。

１ 相談窓口等で入手した情報の集約と報告
・情報集約担当を設置し、各窓口・宿泊拠点からの情報を日次で取りまとめる。
・緊急性の高い案件は、集約を待たず速やかに関係機関へ連絡する。
・取りまとめ結果は、日次速報と週次に分け、メール等を用いて国（山口労働局）

と県が互いに報告・共有する。

２ 情報の分析
・避難開始後の初動として、概ね３日以内に簡易分析を行い、需要を把握する。
・以降は、日次の簡易分析と週次の詳細分析を継続し、需要を整理する。
・国（山口労働局）は分析結果を集約し、県と共有して広域の実態把握を行う。

３ 分析結果の情報共有
・雇用対策協定に基づく運営協議会等の仕組みを用い情報共有する。

４ 分析結果の活用
・国（山口労働局）と県は、分析結果に基づいた就労支援の強化や新規取組等の

実施に向けた検討を行う機会を設ける。
・需要が一定以上になった場合に速やかに動けるよう、対応メニュー（出張相談、

説明会、FAQ等）を用意する。

相談窓口における
実態把握を基にした就労支援
に向けて情報収集・共有等の
あり方の検討

避難住民の
状況や要望
を踏まえた
就労支援等
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検討により見えてきた課題と対応方針
）

課題と方針
（※令和８年度の検討課題、検討方針）項目等

課題と対応

【検討課題】
１ 各種手続きの負担軽減
避難先でも途切れず求職活動が行えるよう、
・各種手続き（例：雇用保険の受給手続き）を整理した情報提供方法の整備（国）
・手続きに関する案内資料や必要書類を整理し、関係機関で共有する仕組みの整備（県・国）
など、避難住民の手続き負担を軽減する取組を検討する。

２ 求人とのマッチング支援
避難住民が働きやすい職を見つけられるよう、
・避難住民向け求人情報の整理・提供（国）
・無料職業紹介事業者等との連携強化（県・国）
など、求人との出会いやすさを高める取組を検討する。

３ 関係機関の連携強化
支援が途切れないよう、
・関係機関の連携会議等の開催（国）
・避難住民支援に関する情報共有の仕組みの整備（県・国）
など、連携し支援を進める体制の構築を検討する。

【検討方針】
避難生活が一定期間継続することを前提に、避難住民が円滑に就労できるよう、自治体、無料職業紹介事業
者、行政機関等が連携し、「各種手続き」と「求人とのマッチング」を一体的に支援する体制を構築する。

避難住民の就労
に関連する課題


